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一
　
問
題
の
所
在

　
現
在
の
経
済
制
度
は
営
業
の
自
由
の
下
で
稼
働
し
て
お
り
、
そ
の
自
由
は
営
業
者
間
に
お
い
て
は
競
争
の
自
由
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
営
業
者
が
価
格
と
品
質
に
つ
い
て
競
争
し
、
顧
客
に
対
し
よ
り
優
れ
た
商
品
あ
る
い
は
役
務
が
提
供
さ
れ
、
ま
た
、

資
源
が
よ
り
効
率
よ
く
配
分
さ
れ
、
社
会
的
発
展
を
期
待
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
競
争
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
行
為
（
以
下
「
不
正

競
争
行
為
」
と
い
う
）
は
競
争
の
自
由
を
阻
害
し
、
最
終
的
に
は
社
会
の
発
展
を
妨
げ
る
た
め
、
各
国
の
立
法
は
不
正
競
争
行
為
に
対
し

法
規
範
を
制
定
し
て
い（
1
）る。

こ
の
不
正
競
争
行
為
が
渉
外
的
要
素
を
含
ん
だ
場
合
、
そ
の
準
拠
法
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
同
行
為
は
本

来
な
ら
ば
不
法
行
為
の
一
種
と
し
て
考
え
ら（
2
）れ、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
）
十
七
条
に
お
け
る
結
果
発
生

地
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
は
ず
だ
が
、
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
日
本
に
お
い
て
解
釈
論
が
紛
糾
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
解

釈
の
示
唆
を
求
め
る
べ
く
、
欧
州
連
合
（
以
下
「
Ｅ
Ｕ
」
い
う
）
の
抵
触
規
則
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
Ｅ
Ｕ
で
は
二
〇
〇
七
年
七
月
十
一

日
に
「
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
二
〇
〇
七
年
八
六
四
号
（
ロ
ー
マ
Ⅱ
規（
3
）則）（
以
下
「
ロ
ー
マ
Ⅱ
規

則
」
と
い
う
）」
と
い
う
統
一
抵
触
規
則
が
成
立
し
、
同
規
則
は
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
6
条
に
お
い
て
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
を
定
め

て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
か
ら
日
本
の
解
釈
論
へ
の
示
唆
を
求
め
る
た
め
に
、
通
則
法
の
前
身
で
あ
る
法
例
の
議
論

と
、
同
法
改
定
の
際
に
行
わ
れ
た
議
論
及
び
現
行
法
下
で
の
判
例
と
学
説
を
整
理
し
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
の
6
条
は
ど
の
よ
う
な
条
文
の
構

造
を
備
え
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
す
る
学
説
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
の
議
論
か
ら
示
唆
を
得
た
上
で
、
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
不
正
競
争
行
為
に
は
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
企
業
活
動
の
継
続
に
欠
か
せ
な
い
営
業

秘
密
の
不
当
な
開
示
・
窃
取
・
使
用
（
以
下
「
営
業
秘
密
侵
害
」
と
い
う
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
国
際
私
法
上
、
営
業
秘
密
侵
害
は
一
般
的

に
不
正
競
争
行
為
に
包
含
さ
れ
て
お（
4
）り、
本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
営
業
秘
密
侵
害
に
主
眼
を
置
き
、
そ
の
準
拠
法
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
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る
こ
と
と
し
た
い
。二

　
法
例
下
の
解
釈
論

　
法
例
で
は
不
正
競
争
行
為
は
原
則
と
し
て
一
般
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
定
め
る
十
一
条
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
同
条
一
項
は
不
法
行

為
に
つ
い
て
原
因
た
る
事
実
の
発
生
し
た
地
の
法
を
準
拠
法
と
す
る
原
則
を
定
め
て
い
た
。
次
に
、
同
条
二
項
及
び
三
項
は
不
法
行
為
地

の
法
を
日
本
法
に
よ
り
制
限
し
、
日
本
法
の
累
積
適
用
を
定
め
て
い
た
。
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
判
例
が
一
つ
見
受
け
ら

れ
、
そ
れ
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

㈠ 

　
東
京
地
判
平
成
三
年
九
月
二
十
四
日
判
タ
七
六
九
号
二
八
〇
頁
・
判
時
一
四
二
九
号
八
〇
頁
・
金

商
九
〇
一
号
三
六
頁
・Japanese Annual of International Law

三
五
号
一
七
五（

5
）（
6
）頁

 

【
事
実
の
概
要
】
Ｘ
（
原
告
）
は
日
本
法
人
で
あ
り
、
Ｙ
（
被
告
）
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
人
で
あ
る
。
Ｙ
は
一
九
八
二

年
に
日
本
に
お
け
る
合
弁
企
業
に
移
転
す
る
目
的
で
銅
箔
製
造
に
関
す
る
自
社
内
の
専
門
技
術
を
集
約
し
、
一
定
の
書
類
に
ま
と
め
た
。

こ
の
書
類
に
は
Ｙ
の
企
業
秘
密
が
含
ま
れ
て
お
り
、
訴
外
Ａ
は
Ｙ
の
従
業
員
で
あ
り
職
務
を
通
じ
て
そ
の
書
類
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
Ａ
は
一
九
八
三
年
に
Ｙ
を
退
社
し
、
銅
箔
製
造
工
場
の
建
設
及
び
運
転
方
法
に
必
要
な
技
術
を
含
む
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
情
報
の
販

売
提
供
を
開
始
し
た
。
日
本
法
人
で
あ
る
訴
外
Ｂ
の
関
係
者
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
九
八
三
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
Ａ
と
交
渉
し

始
め
、
銅
箔
の
表
面
処
理
の
技
術
の
売
買
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
に
Ｂ
は
Ａ
に
対
し
従
前
の
関
係
を
解
消
す
る
旨
を
通

告
し
、
表
面
上
は
関
係
を
絶
っ
た
。
し
か
し
、
Ｙ
は
、
こ
れ
は
契
約
当
事
者
を
Ｂ
か
ら
Ｘ
に
変
え
た
上
で
、
Ａ
か
ら
Ｘ
に
Ｙ
の
企
業
秘
密
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を
流
出
さ
せ
る
た
め
の
仮
装
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
Ｘ
は
一
九
八
四
年
十
月
一
日
、
Ａ
が
社
長
兼
株
主
で
あ
る
会
社
の
訴
外
Ｃ

と
の
間
で
技
術
援
助
契
約
を
東
京
で
締
結
し
た
。
ま
た
、
同
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
の
初
め
に
か
け
て
、
Ａ
と
Ｃ
の
従
業
員
は
技
術
援
助

契
約
に
従
っ
て
オ
ハ
イ
オ
州
所
在
の
Ｃ
事
務
所
に
お
い
て
デ
ザ
イ
ン
又
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
作

成
さ
れ
た
技
術
的
図
面
、
技
術
的
デ
ザ
イ
ン
そ
の
他
の
技
術
的
書
面
は
Ｃ
か
ら
東
京
の
Ｘ
に
送
付
さ
れ
、
ま
た
Ｘ
と
Ｃ
は
東
京
で
技
術
会

議
を
開
催
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
Ｂ
、
Ｘ
な
ど
を
共
同
被
告
と
し
て
、
不
正
競
争
、
企
業
機
密
の
盗
用
、

不
当
利
得
及
び
組
織
犯
罪
取
締
法
違
反
に
基
づ
く
民
事
救
済
を
求
め
、
一
九
八
五
年
十
月
二
十
一
日
に
オ
ハ
イ
オ
州
北
部
東
地
区
連
邦
地

方
裁
判
所
へ
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
、
不
当
利
得
返
還
債
務
、
及
び
不
正
競
争
に
対

す
る
Ｘ
の
侵
害
行
為
に
対
す
る
Ｙ
の
差
止
請
求
権
が
存
在
し
な
い
と
の
確
認
を
求
め
、
日
本
で
訴
え
を
提
起
し
た
。

 

【
判
旨
】
請
求
認
容
。
裁
判
所
は
Ｘ
の
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、「
１
　
債
務
不
存
在
確
認
訴
訟
の
準
拠
法
は
、
審
理
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
債
務
の
性
質
に
応
じ
て
、
法
例
の
規
定
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
で
、
Ｘ
が
不
存
在
の
確
認
を
求

め
る
債
権
及
び
請
求
権
は
、
請
求
の
趣
旨
に
従
え
ば
不
当
利
得
返
還
請
求
権
並
び
に
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
及
び
差
止
請
求

権
で
あ
る
し
、
ま
た
、
Ｙ
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
に
お
け
る
訴
訟
で
求
め
て
い
る
、
不
正
競
争
、
企
業
秘
密
の
盗
用
、
不
当
利
得
な
ど
に

関
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
そ
の
法
律
的
性
質
は
法
例
十
一
条
に
い
う
不
法
行
為
及
び
不
当
利
得
に
基
づ
く
も
の
に
該
当
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
準
拠
法
は
、
法
例
十
一
条
の
解
釈
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
同
条
一
項
に

い
う
「
原
因
た
る
事
実
の
発
生
し
た
る
国
の
法
律
」
が
準
拠
法
と
な
る
」「
２
　
そ
こ
で
検
討
す
る
に
、
Ｙ
が
Ｘ
の
侵
害
行
為
と
し
て
捉

え
て
い
る
の
は
、
Ｘ
と
Ｃ
と
の
技
術
援
助
契
約
の
締
結
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
情
報
の
入
手
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
東
京
で

行
わ
れ
、
右
契
約
締
結
の
た
め
の
連
絡
交
渉
や
、
一
九
八
四
年
十
一
月
中
旬
こ
ろ
の
Ｘ
と
Ｃ
の
技
術
会
議
も
東
京
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
は

当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
か
ら
、
Ｙ
主
張
に
か
か
る
Ｘ
の
違
法
行
為
の
極
め
て
重
要
な
部
分
が
日
本
国
内
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
不
当
利
得
又
は
不
法
行
為
の
原
因
た
る
事
実
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
日
本
法
が
準
拠
法
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に
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」「
３
　
こ
の
点
に
つ
き
、
Ｙ
の
主
張
を
前
提
と
す
れ
ば
、
確
か
に
Ａ
は
技
術
的
図
面
を
作
成
す
る
な
ど
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
も
活
動
し
て
お
り
、
ま
た
Ｘ
と
共
謀
関
係
に
あ
る
と
い
う
Ｂ
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
侵
害
の
た
め

の
準
備
行
為
と
し
て
Ａ
と
接
触
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
Ｙ
の
主
張
す
る
一
連
の
侵
害
行
為
の
流
れ
か

ら
す
る
と
、
む
し
ろ
違
法
行
為
と
し
て
の
重
要
性
の
面
に
お
い
て
、
２
記
載
の
行
為
よ
り
劣
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｙ
は
Ｂ
と
Ｘ
と
の

共
謀
を
主
張
す
る
が
、
右
共
謀
の
行
わ
れ
た
場
所
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
あ
る
旨
の
主
張
、
立
証
は
な
く
、
Ｘ
の
関
係
者
が
一
連
の
侵

害
行
為
に
関
連
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
行
っ
た
旨
の
主
張
、
立
証
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
国
の
法
律
か
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
オ
ハ

イ
オ
州
）
の
法
律
の
い
ず
れ
か
を
準
拠
法
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
者
選
択
を
迫
ら
れ
た
場
合
に
は
、
主
た
る
違
法
行
為
が
行

わ
れ
た
日
本
国
の
法
律
を
準
拠
法
に
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

　
こ
の
判
例
の
評
釈
に
お
い
て
は
準
拠
法
に
対
す
る
異
論
が
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
法
例
十
一
条
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
連
結
点
を

も
っ
て
準
拠
法
が
選
定
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
論
点
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
十
一
条
に
関
す
る
議
論
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
十
一
条
に
お
け
る
原
因
事
実
発
生
地
は
画
一
的
か
つ
硬
直
的
で
、
偶
然
に
決
ま
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
問
題
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
当
事
者
自
治
を
認
め
る（
7
）説、
準
拠
法
が
当
事
者
の
同
一
常
居
所
地
の
法
に
よ
る（
8
）説、
事
案
ご
と
に
最
密

接
関
係
地
の
法
を
探
求
す
る（
9
）説、
条
理
に
よ
り
不
正
競
争
行
為
な
ど
一
定
の
行
為
の
準
拠
法
を
十
一
条
の
枠
組
み
か
ら
外
す
と
い
う
）
10
（
説
な

ど
が
提
唱
さ
れ
た
。
く
わ
え
て
、
上
述
の
判
例
の
よ
う
に
不
法
行
為
の
成
立
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
複
数
の
国
に
お
い
て
発
生
す
る
と

い
う
隔
地
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
十
一
条
に
お
け
る
原
因
事
実
発
生
地
は
加
害
行
為
地
ま
た
は
結
果
発
生
地
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

か
）
11
（

、
あ
る
い
は
過
失
責
任
主
義
に
よ
る
不
法
行
為
は
加
害
者
の
意
志
活
動
を
重
視
し
加
害
地
法
に
よ
る
か
、
無
過
失
責
任
主
義
に
よ
る
不

法
行
為
は
損
害
の
補
塡
を
中
心
と
し
て
結
果
発
生
地
法
に
よ
る
）
12
（
か
、
事
案
ご
と
の
諸
事
情
か
ら
最
密
接
関
係
地
の
法
を
探
究
す
る
べ
き
）
13
（
か

に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
背
景
に
、
こ
の
判
例
に
お
け
る
連
結
点
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
第

一
に
、
不
正
競
争
行
為
は
市
場
を
介
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
地
の
法
に
よ
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
の
よ
う
な
行
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為
は
市
場
を
介
さ
ず
に
特
定
の
相
手
に
向
け
て
行
わ
れ
て
お
り
、
不
正
競
争
行
為
に
は
該
当
せ
ず
、
法
例
十
一
条
に
よ
る
。
営
業
秘
密
侵

害
は
権
利
・
法
益
へ
の
直
接
的
な
有
形
の
侵
害
に
該
当
し
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
と
最
密
接
関
係
の
あ
る
地
が
あ
る
。
そ
れ
は

営
業
所
の
所
在
地
な
ど
の
よ
う
に
複
数
あ
り
得
る
結
果
発
生
地
で
は
な
く
、
結
果
発
生
地
と
比
べ
て
よ
り
明
確
に
特
定
で
き
る
加
害
行
為

地
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
営
業
秘
密
は
侵
害
者
の
行
為
の
態
様
と
の
関
係
に
お
い
て
相
対
的
に
保
護
さ
れ
る
法
益
で
あ
り
、
そ
の
侵
害

者
の
予
見
可
能
性
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
本
件
の
よ
う
に
営
業
秘
密
の
取
引
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
取
引
を

行
う
地
の
法
を
信
頼
し
て
行
動
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
侵
害
者
の
利
益
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
営
業
秘
密
の
取
得
地
の
法
が
準
拠

法
と
な
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
本
件
の
加
害
行
為
地
は
Ｘ
に
よ
る
技
術
情
報
の
入
手
と
使
用
が
い
ず
れ
も
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
日
本
法
が
準
拠
法
と
な
っ
）
14
（
た
。
第
二
に
、
こ
の
判
決
の
連
結
点
は
加
害
行
為
地
と
し
て
説
明
で
き
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
加
害
行
為
地
か
、
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
加
害
行
為
地
か
い
ず
れ
の
行
為
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
が

不
可
欠
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
違
法
行
為
と
い
う
文
言
の
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
結
果
発
生
地
か
ら
も
説
明
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
場

合
に
は
重
大
な
結
果
の
如
何
を
問
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
な
る
解
釈
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
べ
く
、
準
拠
法
を
決
め
る
際
に

は
損
害
賠
償
と
差
止
め
を
分
け
て
考
え
、
本
件
で
は
Ｙ
の
営
業
秘
密
が
日
本
で
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
損
害
が
大
き

く
、
営
業
秘
密
の
保
護
に
つ
い
て
は
Ｙ
に
対
し
よ
り
手
厚
い
保
護
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
一
方
、
差
止
め
は
侵
害
行
為
に
対
す
る
救
済
と

し
て
の
実
体
法
的
効
果
で
あ
り
、
こ
れ
を
決
め
る
の
は
不
法
行
為
地
で
あ
る
。
こ
の
判
例
で
最
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
差
止
請
求
で

あ
り
、
そ
の
請
求
の
対
象
と
な
る
行
為
が
行
わ
れ
る
地
が
最
大
の
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
請
求
の
法
の
適
用
が
当
事
者
の

予
見
可
能
性
と
判
決
の
実
行
可
能
性
に
か
な
う
こ
と
か
ら
、
日
本
法
を
不
法
行
為
地
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
て
い
）
15
（

る
。

第
三
に
、
本
件
に
お
い
て
は
損
害
の
種
類
と
そ
の
発
生
地
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
か
ら
結
果
発
生
地
を
考
え
る
余
地
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、

加
害
行
為
地
を
考
え
た
と
し
て
も
本
件
の
加
害
行
為
は
実
際
に
米
国
と
日
本
両
国
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
た
め
、
本
件
の
営
業
秘
密
侵
害

は
典
型
的
な
隔
地
的
不
法
行
為
に
該
当
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
の
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
は
総
合
的
に
考
え
複
数
の
国
に
跨
る
不
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法
行
為
の
最
も
重
要
な
地
の
法
で
あ
る
と
の
見
解
も
出
さ
れ
て
い
）
16
（
る
。
第
四
に
、
営
業
秘
密
の
販
売
の
交
渉
、
図
面
な
ど
の
交
付
、
契
約

締
結
あ
る
い
は
技
術
会
議
は
当
事
者
の
便
宜
に
よ
り
ど
こ
に
で
も
決
定
で
き
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
が
行
わ
れ
た
地
は
連
結
点
と
し
て
妥
当

で
は
な
い
が
、
Ｘ
が
情
報
を
不
正
に
入
手
し
、
銅
箔
を
製
造
・
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
Ｙ
が
失
っ
た
優
位
性
の
損
害
を
被
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
製
造
地
と
市
場
地
が
本
件
で
は
最
も
関
連
の
あ
る
地
と
な
る
。
本
件
の
銅
箔
製
造
地
と
市
場
地
に
つ
い
て
は
ま
ず
Ｘ
の
所
在
地
で
製

品
を
製
造
し
売
り
さ
ば
く
こ
と
が
常
識
的
に
推
定
さ
れ
、
日
本
が
最
密
接
関
係
地
と
な
り
、
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
と
の
見
解
が
あ
）
17
（

る
。

第
五
に
、
各
国
の
不
正
競
争
行
為
に
関
す
る
法
律
の
目
的
は
競
争
者
の
私
益
の
保
護
に
限
ら
ず
、
場
合
に
よ
り
当
該
国
の
市
場
の
公
正
維

持
も
包
含
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
は
特
定
企
業
の
み
に
向
け
ら
れ
た
利
益
侵
害
の
場
合
に
は
十
一
条

に
基
づ
い
て
被
害
企
業
の
営
業
所
所
在
地
法
と
な
る
が
、
営
業
秘
密
の
利
益
は
国
の
経
済
的
か
つ
法
的
状
況
に
よ
り
異
な
り
、
特
定
市
場

に
お
け
る
競
争
上
の
優
位
性
に
該
当
し
、
本
件
の
よ
う
に
日
本
企
業
が
日
本
市
場
に
お
け
る
競
争
力
強
化
の
目
的
か
ら
他
者
の
営
業
秘
密

を
入
手
し
た
場
合
は
特
定
の
市
場
に
お
け
る
公
正
競
争
の
侵
害
に
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
準
拠
法
は
営
業
秘
密
の
入
手
過
程
の

如
何
を
問
う
こ
と
な
く
、
条
理
に
基
づ
い
て
市
場
地
の
法
と
し
て
の
日
本
法
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
が
あ
）
18
（

る
。

㈡
　
学
　
説

　
法
例
の
下
で
は
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
関
す
る
学
）
19
（
説
が
分
か
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
営
業
秘
密
侵
害
は
秘
密
保
持
契

約
な
ど
営
業
秘
密
侵
害
と
関
連
す
る
契
約
関
係
が
既
に
成
立
し
て
い
る
場
合
、
法
例
七
条
に
基
づ
い
て
同
契
約
に
お
い
て
当
事
者
の
合
意

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
準
拠
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
）
20
（

が
、
そ
の
場
合
以
外
は
あ
ら
ゆ
る
不
正
競
争
行
為
を
法
例
十
一
条
に
お
け
る
不
法
行
為

と
性
質
決
定
し
、
市
場
地
の
法
に
結
び
つ
け
る
学
説
が
提
示
さ
れ
て
い
）
21
（
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
営
業
秘
密
侵
害
を
含
む
不
正
競
争
行
為
は

そ
の
法
理
が
不
法
行
為
か
ら
発
展
し
、
世
界
に
広
ま
っ
て
き
た
た
）
22
（

め
、
そ
れ
に
関
す
る
特
別
法
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
不
法
行
為
の
一
般

原
則
に
よ
る
。
特
に
、
不
正
競
争
行
為
は
通
常
の
不
法
行
為
の
よ
う
に
結
果
の
発
生
地
、
期
間
及
び
場
所
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
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か
つ
、
そ
れ
に
関
わ
る
当
事
者
が
複
数
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
行
為
に
よ
り
利
益
を
害
さ
れ
る
他
の
競
業
者
が
活
動
す
る
市
場
地
の
法
に

よ
り
、
外
国
法
が
準
拠
法
と
な
っ
た
場
合
に
は
法
例
十
一
条
二
項
及
び
三
項
が
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
市
場
地
の
法
を
準
拠
法
と
し
つ
つ
、
十
一
条
二
項
及
び
三
項
の
適
用
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
学
説
も
あ
）
23
（
る
。
す
な
わ
ち
、

営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
は
こ
れ
と
関
連
す
る
契
約
関
係
が
既
に
成
立
し
て
い
れ
ば
同
契
約
に
お
け
る
法
選
択
に
よ
る
が
、
そ
れ
以
外
は

不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
は
当
事
者
の
利
害
が
対
立
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
市
場
地
の
法
に
よ
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
は
不
法
行
為
の
特
殊

な
類
型
に
該
当
し
、
特
別
法
は
一
般
法
に
優
先
す
る
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
一
般
不
法
行
為
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
差
止
請
求
の
可
能

性
と
法
廷
地
法
の
累
積
適
用
を
回
避
で
き
る
と
解
し
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
条
理
の
枠
組
み
で
す
べ
て
の
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
を
原
則
と
し
て
市
場
地
の
法
と
す
る
学
説
が
あ
）
24
（
る
。
す
な
わ
ち
、
不

正
競
争
法
は
不
正
競
争
行
為
の
利
害
関
係
者
に
損
害
賠
償
や
差
止
請
求
権
を
認
め
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
不
正
競
争
行
為
を
法
例
十

一
条
の
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
そ
の
連
結
点
と
し
て
は
市
場
地
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
法
例
十
一
条

二
項
と
三
項
が
適
用
さ
れ
、
法
廷
地
法
た
る
日
本
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
、
保
護
の
範
囲
が
狭
く
な
る
。
そ
こ
で
不
正
競
争
行
為
を
法

例
十
一
条
が
適
用
さ
れ
な
い
特
殊
な
不
法
行
為
と
み
て
条
理
に
よ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
特
定
市
場
に
お
け
る
公
正
競
争
の
侵
害
に
関

連
を
も
つ
場
合
は
市
場
地
の
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
市
場
地
が
外
国
で
あ
っ
て
も
そ
の
不
正
競
争
行
為
が
特
定
の
内
国
事
業
者
の
保
護
さ

れ
る
べ
き
利
益
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
例
外
的
に
国
内
法
が
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
に
、
不
正
競
争
行
為
は
こ
れ
が
市
場
を
介
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
法
の
累
積
適
用
を
排
除
す
る
た
め
に
独
自
の
類
型

と
性
質
決
定
し
、
市
場
地
の
法
に
よ
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
の
よ
う
な
行
為
は
市
場
を
介
さ
ず
に
特
定
の
相
手
に
向
け
て
行
わ
れ
て
お
り
、

法
例
十
一
条
に
よ
り
加
害
行
為
地
の
法
に
よ
る
と
の
学
説
が
あ
）
25
（
る
。

　
第
五
に
、
不
法
行
為
の
枠
組
み
の
中
で
す
べ
て
の
不
正
競
争
行
為
の
類
型
化
を
行
う
学
説
が
あ
）
26
（

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
国
際
的
な
趨
勢

に
鑑
み
不
正
競
争
行
為
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
が
主
流
で
あ
る
た
め
、
不
正
競
争
行
為
は
法
例
十
一
条
一
項
に
よ
る
こ
と
と
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な
る
が
、
不
正
競
争
行
為
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
連
結
点
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
行
為
を
市
場
に
関
連
す
る
も
の
と
営
業

に
関
連
す
る
も
の
に
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
前
者
は
不
正
広
告
な
ど
を
含
ん
で
お
り
、
公
衆
の
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
市
場

地
が
不
法
行
為
地
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
後
者
は
営
業
秘
密
侵
害
が
そ
の
一
例
で
あ
り
、
被
害
者
た
る
競
業
者
の
利
益
を
保
護

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
被
害
を
受
け
た
営
業
所
の
所
在
地
が
不
法
行
為
地
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
六
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
は
日
本
の
不
正
競
争
行
為
に
関
す
る
制
定
法
内
の
国
際
的
強
行
法
規
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
十

一
条
に
よ
る
と
の
学
説
が
あ
）
27
（
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
規
定
が
国
際
的
強
行
法
規
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
同
規
定
の
保
護
法
域
が

一
般
的
か
具
体
的
か
に
よ
る
区
別
が
提
案
さ
れ
、
後
者
の
場
合
に
は
不
正
競
争
行
為
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
原
則
と
し
て
結
果
発

生
地
を
原
因
事
実
発
生
地
と
す
る
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
事
件
の
最
高
裁
判
所
判
）
28
（
決
の
立
場
か
ら
、
被
害
者
の
利
益
侵
害
と
い
う
結
果
乃
至
そ

の
危
険
性
が
生
じ
た
地
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
さ
れ
て
い
）
29
（
る
。
こ
れ
に
関
し
、
営
業
秘
密
に
関
す
る
規
定
は
保
護
法
域
が
具
体
的
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
）
30
（
る
。

　
以
上
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
例
の
下
で
は
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
学
説
は
分
か
れ
て
い
た
。
次
に
、
通
則
法
の
下

で
行
わ
れ
て
い
る
議
論
を
見
る
前
に
通
則
法
の
起
草
作
業
に
あ
た
り
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
か
を

見
る
こ
と
と
す
る
。

㈢
　
法
例
の
改
正
と
不
正
競
争
行
為
に
関
す
る
議
論

　
二
〇
〇
三
年
二
月
五
日
に
法
制
審
議
会
総
会
に
お
い
て
組
織
さ
れ
た
「
国
際
私
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
」
は
法
例
の
改
正
に
取
り
組

ん
）
31
（
だ
。
そ
の
際
に
、
同
部
会
は
法
例
の
改
正
に
向
け
て
商
事
法
務
研
究
会
に
設
け
ら
れ
た
「
法
例
研
究
会
」
の
検
討
を
参
考
に
し
つ
つ
、

議
論
を
進
め
た
。

　
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
法
例
研
究
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
不
正
競
争
行
為
は
一
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般
に
不
法
行
為
と
性
質
決
定
さ
れ
、
各
市
場
に
お
け
る
公
正
な
取
引
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
ご
と
に
そ
の
地
の
法
を
準

拠
法
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
市
場
に
お
け
る
競
争
者
間
の
公
平
が
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
こ
と
と
、
行
為
者
の
予
見
可
能
性
を

保
障
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者
が
準
拠
法
を
選
ぶ
こ
と
、
当
事
者
自
治
及
び
当
事
者
間
の
法
律
関
係
の
準
拠
法
あ
る
い
は
同

一
常
居
所
地
の
法
へ
の
例
外
的
連
結
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
最
終
的
に
、
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
二
つ
の

提
案
が
出
さ
れ
、
一
つ
は
特
則
を
設
け
な
い
と
い
う
提
案
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
不
正
競
争
行
為
の
効
果
が
生
じ
た
市
場
地
の
法
を
準
拠

法
と
す
る
と
い
う
明
文
規
定
を
設
け
る
と
の
提
案
で
あ
っ
た
。
前
者
の
提
案
は
国
際
私
法
の
規
定
の
単
純
化
が
利
点
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

そ
の
反
面
、
隔
地
的
不
法
行
為
に
あ
た
り
加
害
行
為
地
及
び
結
果
発
生
地
の
確
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
例
外
条
項
の
援
用
に
よ
り

当
事
者
の
予
見
可
能
性
・
法
的
安
定
性
が
害
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
後
者
の
提
案
は
、
明
文
規
定
に
よ
り
決
定
基
準
が
明
確
に
な
る
こ

と
、
市
場
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加
者
の
利
益
を
図
り
、
競
争
者
間
の
公
正
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
国
際
的
な
調
和
に
適
う
こ
と
が

利
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
が
、
市
場
と
い
う
文
言
は
多
義
的
で
確
定
し
に
く
い
場
合
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
ほ
か
に
、
不
正
競
争

行
為
の
中
で
は
営
業
秘
密
侵
害
の
よ
う
に
市
場
と
直
結
し
て
い
る
行
為
で
は
な
く
、
当
事
者
間
の
相
互
的
な
関
係
が
問
題
と
な
る
も
の
も

あ
り
、
そ
れ
ら
が
条
文
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
を
条
文
に
お
い
て
明
記
す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
）
32
（
た
。

　
国
際
私
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
は
第
七
回
会
議 
と
第
十
七
回
会
議
に
お
い
て
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
た
。

そ
の
際
に
は
、
不
正
競
争
に
基
づ
く
不
法
行
為
は
競
争
が
阻
害
さ
れ
る
市
場
秩
序
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
り
、
公
序
法
的
色
彩
が
強
い
た

め
、
当
事
者
利
益
を
考
慮
し
た
連
結
政
策
で
あ
る
附
従
連
結
や
当
事
者
自
治
と
い
っ
た
準
拠
法
決
定
の
一
般
原
則
の
適
用
を
排
除
し
、
公

正
な
競
争
が
阻
害
さ
れ
た
市
場
の
所
在
地
の
法
を
準
拠
法
と
す
る
旨
の
特
則
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
他
方
で
は
、
不
正
競

争
に
関
す
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
様
々
な
種
類
の
法
益
が
被
害
法
益
と
な
る
こ
と
か
ら
一
律
に
市
場
の
所
在
す
る
地
を
連
結
点
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、
国
際
私
法
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
）
33
（

案
に
は
特
則
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
は
一
般
原
則
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
34
（
た
。
次
に
、
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
ど
の
解
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釈
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
通
則
法
下
の
解
釈
論

　
通
則
法
は
十
七
条
に
お
い
て
一
般
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
十
七
条
は
原
則
と
し
て
結
果
発
生
地
の
法
を
不
法
行

為
の
準
拠
法
と
し
て
い
る
が
、
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
予
見
で
き
な
い
場
合
に
は
不
法
行
為
は
加
害
行
為
地
法
に
よ
る
と
定
め
て
い
る
。

他
方
、
二
十
条
は
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
通
常
指
定
さ
れ
る
地
よ
り
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
地
が
あ
る
場
合
、
後
者
の
地

の
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
定
め
、
そ
の
判
断
に
あ
た
り
不
法
行
為
の
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
常
居
所
を
有
し
て

い
た
こ
と
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
考
慮
要
素
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
二
十
一
条
は
不
法
行
為
の
後
に
当
事
者
自
治
を
認
め
る
。
最
後
に
、
二
十
二
条
は
不
法
行
為
に
つ
い
て
外
国
法
に
よ
る
場
合
に
お
い

て
日
本
法
を
累
積
的
に
適
用
す
る
と
定
め
て
い
る
。
ま
ず
、
通
則
法
の
下
で
は
営
業
秘
密
侵
害
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
判
例
が
出
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
。

㈠
　
判
　
例

1
　
東
京
地
判
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
判
タ
一
二
八
二
号
三
二
六
頁
・
ウ
エ
ス
ト
ロ
ー
・
ジ
ャ
パ
）
35
（

ン

 

【
事
実
の
概
要
】
Ｘ
（
原
告
）
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
人
で
あ
り
、
Ｙ
（
被
告
）
は
日
本
人
で
あ
る
。
Ｘ
は
一
九
九
六
年
二
月
二
十
日
に
Ｙ

と
の
間
で
特
定
の
製
品
に
関
す
る
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
契
約
に
お
い
て
は
、
本
件
契
約
終
了
後
の
二
年
間
の
競
争
禁
止
が

定
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
が
設
立
し
代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
会
社
で
、
こ
の
契
約
が
終
了
し
た
二
〇
〇
六
年
二
月
二
十

八
日
の
後
に
、
Ｘ
と
競
業
関
係
に
あ
る
事
業
を
行
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
が
不
正
競
争
防
止
法
二
条
六
項
の
「
営
業
秘
密
」
に
当
た
る
Ｘ
の
情



法学政治学論究　第137号（2023.6）

12

報
を
使
用
・
開
示
し
て
い
る
な
ど
と
主
張
し
て
Ｙ
に
対
し
、
不
正
競
争
防
止
法
三
条
一
項
、
二
条
一
項
七
号
に
基
づ
い
て
、
Ｘ
の
営
業
秘

密
で
あ
る
情
報
に
つ
い
て
不
正
目
的
使
用
開
示
行
為
の
差
止
め
な
ど
を
請
求
し
た
。

 

【
判
旨
】
請
求
棄
却
。
裁
判
所
は
準
拠
法
に
は
言
及
せ
ず
、
日
本
法
を
直
接
的
に
適
用
し
た
。

2
　
知
財
高
判
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
）
36
（

ト

 

【
事
実
の
概
要
】
Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
）
は
台
湾
法
人
で
あ
り
、
Ｙ
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
は
日
本
法
人
で
あ
る
。
Ｙ
は
、
二
〇
〇
五
年
三

月
三
日
と
四
日
に
Ｘ
と
訴
外
Ａ
社
に
対
し
通
常
サ
イ
ズ
の
Ｕ
Ｓ
Ｂ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
と
小
型
Ｕ
Ｓ
Ｂ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
の
製
造
委
託

に
つ
い
て
打
診
し
た
が
契
約
成
立
に
至
ら
な
か
っ
た
。
Ｙ
は
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
以
降
、
自
己
の
商
品
を
、
台
湾
に
あ
る
訴
外
Ｂ
社
に

製
造
委
託
し
製
造
さ
せ
、
こ
れ
を
輸
入
し
て
、
販
売
し
は
じ
め
た
。
Ｘ
は
小
型
Ｕ
Ｓ
Ｂ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
を
Ｂ
社
に
製
造
委
託
し
こ
れ

を
輸
入
・
販
売
す
る
Ｙ
に
対
し
、
当
該
小
型
Ｕ
Ｓ
Ｂ
フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
は
Ｙ
が
Ｘ
か
ら
示
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
不
正
に
使
用
し
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
七
号
の
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
と
し
、
損
害
賠
償
な
ど
の
支
払
を
求
め
た
。
原
）
37
（

審

は
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
Ｘ
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。

 

【
判
旨
】
控
訴
棄
却
。
裁
判
所
は
準
拠
法
に
は
言
及
せ
ず
、
日
本
法
を
直
接
的
に
適
用
し
た
。

　
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
コ
メ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
は
日
本
の
不
正
競
争
防
止
法
を
国
際
的
強

行
法
規
と
し
て
適
用
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
同
法
二
条
一
項
七
号
は
営
業
秘
密
の
保
有
者
の
個
別
具
体
的
な
利
益
を
保
護
す
る
趣
旨
の

規
定
で
あ
り
、
国
際
的
強
行
法
規
と
は
い
え
な
い
。
不
正
競
争
行
為
は
市
場
に
関
す
る
も
の
と
営
業
に
関
す
る
も
の
に
類
型
さ
れ
、
前
者

の
準
拠
法
は
条
理
に
よ
り
市
場
地
の
法
と
な
る
が
、
後
者
に
は
十
七
条
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
本
件
の
不
正
競
争
行
為
は
特

定
の
競
争
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
が
生
産
さ
れ
た
地
の
法
で
あ
る
台
湾
法
を
準
拠
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
見
解
が
あ
）
38
（
る
。
ほ
か
に
、
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
は
通
則
法
の
起
草
過
程
に
鑑
み
十
七
条
に
よ
る
こ
と
か
ら
本
件
の
不
正
競
争
行
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為
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
の
不
法
行
為
は
Ｙ
が
Ｂ
に
製
造
委
託
し
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
不
法
行
為
の
準
拠
法
は
通
則
法
十
七
条
の
結
果
発
生
地
と
し
て
、
製
造
委
託
と
そ
の
実
行
が
行
わ
れ
た
地
で

あ
る
台
湾
の
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
Ｙ
の
予
見
可
能
性
も
満
た
さ
れ
て
お
り
、
二
十
条
に
よ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
結
論
に
な
る
。
も
っ

と
も
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
Ｘ
が
日
本
法
上
の
主
張
を
行
い
、
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
が
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
争
っ
て
い

な
い
の
み
な
ら
ず
、
日
本
法
に
基
づ
い
て
反
論
を
し
て
い
る
た
め
、
通
則
法
二
十
一
条
に
よ
り
日
本
法
へ
の
黙
示
的
な
準
拠
法
変
更
合
意

が
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
の
見
解
も
あ
）
39
（
る
。

3
　
知
財
高
判
平
成
三
十
年
一
月
十
五
日
判
タ
一
四
五
二
号
八
〇
頁
・
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
）
40
（
ト

 

【
事
実
の
概
要
】
Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
）
は
日
本
法
人
で
あ
り
、
Ｙ
も
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
日
本
法
人
で
あ
る
。
Ｘ
は
二
〇
一
三
年
十
二

月
十
九
日
、
中
国
に
お
け
る
Ｘ
製
品
の
販
売
に
つ
い
て
代
理
店
契
約
を
締
結
し
て
い
た
台
湾
企
業
の
訴
外
Ａ
に
対
し
、
中
国
企
業
訴
外
Ｂ

社
向
け
の
資
料
と
し
て
極
秘
文
書
の
電
子
デ
ー
タ
を
メ
ー
ル
で
送
信
し
、
そ
の
文
書
は
Ｂ
に
提
供
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｘ
は
、
二
〇
一
四
年

十
一
月
十
三
日
、
中
国
企
業
訴
外
Ｃ
と
の
打
合
せ
の
際
に
自
己
の
製
品
の
紹
介
資
料
と
し
て
、
別
の
極
秘
文
書
を
電
子
デ
ー
タ
と
し
て

メ
ー
ル
で
Ａ
に
送
信
し
た
。
Ｘ
と
Ａ
の
代
理
店
契
約
に
は
秘
密
保
持
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
Ｘ
は
、
各
極
秘
文
書
の
開

示
に
先
立
ち
、
Ｂ
・
Ｃ
と
も
秘
密
保
持
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
Ｙ
は
二
〇
一
五
年
、
Ｘ
の
製
品
の
製
造
、
販
売
な
ど
を
す
る
こ
と
が
Ｙ

の
特
許
権
の
侵
害
に
当
た
る
と
し
て
、
Ｘ
を
相
手
方
と
し
て
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
二
件
提
起
し
、
Ｘ
製
品
の
動
作
、
構
造
な
ど
を
特
定
す

る
証
拠
又
は
疎
明
資
料
と
し
て
、
上
述
各
極
秘
文
書
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
Ｙ
が
上
記
極
秘
文
書
に
掲
載
さ
れ
た

情
報
を
取
得
し
た
上
、
同
文
書
を
証
拠
又
は
疎
明
資
料
と
し
て
裁
判
所
に
提
出
し
た
の
は
Ｘ
の
営
業
秘
密
に
つ
い
て
、
秘
密
を
守
る
法
律

上
の
義
務
に
違
反
し
て
そ
の
営
業
秘
密
を
開
示
す
る
行
為
、
若
し
く
は
同
行
為
が
介
在
し
た
こ
と
を
重
大
な
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
で
取

得
し
、
使
用
す
る
な
ど
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
Ｙ
の
上
記
行
為
は
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
八
号
所
定
の
不
正
競
争
に
該
当
す
る
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と
し
、
同
法
三
条
一
項
に
基
づ
く
本
件
の
営
業
秘
密
の
使
用
及
び
開
示
の
差
止
め
、
同
条
二
項
に
基
づ
く
同
営
業
秘
密
が
記
録
さ
れ
た
文

書
及
び
記
録
媒
体
の
廃
棄
、
並
び
に
同
法
十
四
条
に
基
づ
く
謝
罪
広
告
の
掲
載
を
求
め
て
い
る
。
原
判
）
41
（

決
は
準
拠
法
に
つ
い
て
は
言
及
せ

ず
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
、
原
判
決
を
不
服
と
し
て
、
控
訴
を
提
起
し
た
。

 

【
判
旨
】
控
訴
棄
却
。
準
拠
法
に
つ
い
て
は
「
本
件
訴
え
は
、
Ｙ
の
行
為
が
Ｘ
に
対
す
る
関
係
で
違
法
で
あ
る
こ
と
を
原
因
と
し
て
差
止

め
等
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
違
法
行
為
に
よ
り
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
提
起
す
る
差
止
め
、
廃
棄
及
び
謝
罪
広

告
の
請
求
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
違
法
行
為
に
対
す
る
民
事
上
の
救
済
の
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
法
律
関
係
の

性
質
は
不
法
行
為
で
あ
り
、
そ
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
十
七
条
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
同
条
所
定
の
「
不
法
行
為
に

よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
」
と
し
て
、「
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
の
法
」
に
よ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
Ｘ
は
、
Ｙ

が
日
本
国
内
に
お
け
る
営
業
秘
密
に
係
る
情
報
の
使
用
又
は
開
示
を
し
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
我
が
国

に
本
店
所
在
地
を
有
す
る
日
本
法
人
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
情
報
の
使
用
又
は
開
示
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
当
事
者

間
に
争
い
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
か
か
る
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
は
、
使
用
又
は
開
示
が
行
わ
れ
、
権
利
侵
害
と
い
う
結
果
が
発

生
し
た
地
で
あ
る
日
本
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
日
本
の
法
律
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
さ
れ
た
。

　
こ
の
判
断
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
営
業
秘
密
侵
害
は
特
定
の
企
業
が
有
す
る
知
的

財
産
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
行
為
に
該
当
し
、
本
判
決
の
よ
う
に
同
行
為
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の

判
例
に
お
け
る
営
業
秘
密
の
市
場
と
は
当
該
営
業
秘
密
自
体
を
対
象
と
し
た
技
術
市
場
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
市
場
地
を
連
結
点
と
す

れ
ば
、
複
数
の
国
家
が
関
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
不
法
行
為
地
が
特
定
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
企
業
の

有
し
て
い
る
知
的
財
産
に
対
し
直
接
的
な
侵
害
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
果
発
生
地
を
当
該
営
業
秘
密
の
保
有
主
体
の
本
拠
の
あ

る
地
と
解
し
、
本
件
に
お
い
て
は
日
本
法
が
準
拠
法
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
本
件
で
は
秘
密
保
持
契
約
の
一
方
当
事
者

か
ら
営
業
秘
密
を
不
法
に
取
得
し
た
第
三
者
に
対
す
る
差
止
め
が
請
求
さ
れ
て
お
り
、
通
則
法
二
十
条
に
基
づ
い
て
同
契
約
に
お
い
て
合
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意
さ
れ
た
準
拠
法
の
適
用
は
考
え
ら
れ
る
が
、
二
十
条
の
附
従
的
連
結
は
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
加
害
者
と
被
害
者
と
な
っ
た
場
合
を
想
定

し
て
お
り
、
本
件
の
秘
密
保
持
契
約
に
お
け
る
準
拠
法
は
適
用
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
準
拠
法
の
判
断
に
あ
た
り
、
二
十
条
に
基
づ
い
て

よ
り
最
密
接
な
関
係
地
と
し
て
同
一
常
居
所
も
検
討
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
に
な
り
得
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
）
42
（
る
。

他
方
、
本
件
の
秘
密
保
持
契
約
に
お
け
る
準
拠
法
に
つ
い
て
は
異
な
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
同
じ
営
業
秘
密
の
侵

害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
当
事
者
に
対
す
る
請
求
と
第
三
者
に
対
す
る
請
求
に
対
し
異
な
る
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
れ
ば
、
事
案
に
適
し

た
解
決
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
者
が
契
約
当
事
者
の
契
約
上
の
義
務
に
違
反
す
る
行
為
を
助
長
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
第
三
者

に
対
し
て
も
ま
た
同
契
約
の
準
拠
法
を
適
用
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
に
鑑
み
、
Ｘ
と
Ｂ
・
Ｃ
と
の
間
の
秘
密
保
持
契
約
に
は
準
拠
法
が

中
国
法
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
Ｙ
が
当
該
契
約
上
の
義
務
違
反
行
為
を
助
長
し
た
も
の
と
し
て
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
二
十

条
に
基
づ
い
て
中
国
法
が
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
43
（
る
。
ほ
か
に
、
当
時
の
不
正
競
争
防
止
法
で
は
国
外
で
行
わ
れ
た
営
業

秘
密
の
使
用
・
開
始
に
は
刑
事
罰
が
適
用
さ
れ
た
が
、
取
得
行
為
に
対
し
て
は
そ
れ
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
件
に
お
け
る
国
内
で
の

使
用
・
開
示
行
為
に
つ
い
て
は
刑
事
罰
の
併
科
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
国
外
で
の
取
得
行
為
は
国
内
で
の
使
用
と
密
接
に
連
動
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
と
、
不
正
競
争
防
止
法
は
累
次
的
に
改
正
を
経
て
、
刑
罰
規
定
が
拡
大
・
強
化
さ
れ
て
い
る
経
緯
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
内
外

の
別
を
問
わ
ず
、
国
内
事
業
者
の
営
業
秘
密
の
不
正
取
得
を
阻
止
す
べ
き
と
す
る
要
請
は
市
場
競
争
の
公
正
確
保
と
い
う
強
い
国
家
政
策

的
要
請
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
公
益
性
を
帯
び
て
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
事
案
の
当
時
日
本
国
外
に
お
け
る
営
業
秘
密
の
不
正

取
得
が
刑
事
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
営
業
秘
密
不
正
取
得
、
開
示
及
び
使
用
を
原
因
と
す
る
民
事
責
任
を
取
り
扱

う
不
正
競
争
防
止
法
の
規
定
が
国
際
的
強
行
法
規
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
件
で
は
実
行
行
為
の
一

部
が
日
本
国
内
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
不
正
競
争
防
止
法
の
特
別
連
結
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
44
（
る
。
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4
　
知
財
高
判
令
和
元
年
九
月
二
十
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
）
45
（
ト

 
【
事
実
の
概
要
】
Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
）
は
ス
イ
ス
法
人
で
あ
り
、
Ｙ
は
（
被
告
・
被
控
訴
人
）
日
本
法
人
で
あ
る
。
当
事
者
は
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
放
射
性
物
質
汚
染
浄
水
化
事
業
に
つ
い
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
契
約
を
締
結
し
、
同
契
約
の
二
十
一
条
項
に
お

い
て
は
日
本
法
が
準
拠
法
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
事
件
で
は
Ｘ
は
、
Ｙ
は
、
上
記
事
業
に
お
い
て
Ｘ
か
ら
開
示
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
不
正

に
使
用
し
、
ま
た
、
当
該
営
業
秘
密
を
第
三
者
に
対
し
て
不
正
に
開
示
し
た
と
主
張
し
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
七
号
、
三
条
一
項

及
び
四
条
に
基
づ
い
て
、
上
記
設
備
の
使
用
な
ど
の
差
止
め
並
び
に
損
害
賠
償
金
の
支
払
を
求
め
た
。
原
判
）
46
（
決
は
不
正
競
争
行
為
の
準
拠

法
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｘ
は
控
訴
を
提
起
し
た
。

 

【
判
旨
】
控
訴
棄
却
。
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
つ
い
て
「
不
正
競
争
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
が
不
法
行

為
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
十
七
条
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
の
営

業
秘
密
の
不
正
使
用
及
び
不
正
開
示
が
日
本
国
内
で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
Ｘ
の
営
業
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
の
「
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
」
は
、
日
本
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
日
本

法
が
準
拠
法
と
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」
と
判
示
さ
れ
た
。

　
こ
の
判
決
に
関
し
て
は
、
本
件
に
お
け
る
連
結
点
は
使
用
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
連
結
点
は
市
場
地
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

本
件
に
お
い
て
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
契
約
に
お
い
て
日
本
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
二
十
条
に
基
づ
き
日
本
法
を
準
拠
法
と

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
条
は
例
外
条
項
で
あ
り
、
そ
の
適
用
が
抑
制
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
契
約
の
準
拠

法
を
適
用
し
な
い
の
は
妥
当
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
）
47
（

る
。

㈡
　
通
則
法
下
の
学
説

　
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
通
則
法
も
法
例
と
同
様
に
学
）
48
（
説
の
解
釈
が
分
か
れ
る
。
第
一
に
、
す
べ
て
の
不
正
競
争
行
為
を
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十
七
条
に
お
け
る
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
同
条
の
一
連
の
規
定
に
よ
り
結
果
発
生
地
を
解
釈
す
る
学
説
が
あ
）
49
（
る
。
こ
の
性
質
決
定
の

根
拠
と
し
て
は
、
通
則
法
の
起
草
作
業
に
際
し
て
不
正
競
争
行
為
の
特
則
が
見
送
ら
れ
た
こ
）
50
（

と
、
日
本
に
お
け
る
不
正
競
争
行
為
に
関
す

る
裁
判
例
の
判
断
の
傾
）
51
（
向
が
挙
げ
ら
れ
る
。
不
正
競
争
行
為
を
条
理
に
よ
ら
せ
、
二
十
条
以
下
を
排
除
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
見
解
で
は
通
則
法
の
特
別
留
保
条
項
（
二
十
二
条
）
は
外
国
不
法
行
為
法
か
ら
加
害
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
一
般
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
日
本
の
加
害
者
を
守
り
、
そ
れ
よ
り
も
公
益
性
が
あ
る
強
度
の
責
任
を
課
す
べ
き
で
あ
る
不
正
競
争
に

つ
い
て
は
日
本
法
の
盾
を
敢
え
て
取
り
外
す
と
い
う
解
釈
は
均
衡
を
失
す
る
と
い
う
こ
）
52
（
と
、
法
の
欠
缺
が
存
在
し
な
い
こ
）
53
（
と
か
ら
条
理
に

よ
る
可
能
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
学
説
の
中
で
営
業
侵
害
の
連
結
点
に
関
し
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
被
害
を
受
け
た
者
が
営
業

秘
密
を
管
理
し
て
い
た
地
の
法
が
結
果
発
生
地
法
と
す
る
見
解
が
あ
）
54
（
る
。
こ
の
見
解
の
理
由
と
し
て
は
、
管
理
地
に
不
法
行
為
が
成
立
す

れ
ば
そ
れ
以
降
の
一
連
の
行
為
が
別
の
国
で
行
わ
れ
た
と
し
て
も
準
拠
法
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
、
加
害
行
為
者
が
外
国
に
あ
る
外
国
法
人

に
秘
密
を
持
ち
込
ん
だ
と
し
て
も
、
業
界
に
お
け
る
通
常
の
注
意
を
払
え
ば
そ
の
秘
密
が
管
理
さ
れ
て
い
た
地
を
知
り
得
た
と
き
に
は
、

結
果
発
生
地
と
し
て
の
秘
密
管
理
地
が
予
測
可
能
で
あ
り
、
十
七
条
た
だ
し
書
に
お
け
る
加
害
行
為
地
が
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
、
営
業

秘
密
を
用
い
て
製
造
な
ど
を
行
っ
た
地
や
そ
れ
を
用
い
た
商
品
を
販
売
し
て
い
る
地
は
被
害
者
か
ら
み
て
予
測
で
き
な
い
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
）
55
（
る
。
ほ
か
に
も
営
業
秘
密
の
経
済
的
な
価
値
は
保
有
者
の
み
が
当
該
秘
密
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
た
め
、
秘
密
性
の
喪

失
が
営
業
秘
密
侵
害
行
為
に
よ
る
直
接
的
な
損
害
に
該
当
し
、
営
業
秘
密
の
保
有
者
が
秘
密
性
を
確
保
す
べ
く
情
報
を
管
理
し
て
い
た
地

を
結
果
発
生
地
と
す
る
の
が
営
業
秘
密
の
本
質
を
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
営
業
秘
密
の
保
有
者
は
当
該
情
報
の
管
理
地
の
法
が
適
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
営
業
秘
密
管
理
体
制
を
構
築
し
、
連
結
点
と
し
て
は
法
的
安
定
性
に
資
す
る
と
い
え
、
営
業
秘
密
の
保

有
者
の
期
待
に
適
っ
て
い
る
。
ま
た
、
訴
訟
の
際
に
当
該
秘
密
の
秘
密
性
、
あ
る
い
は
複
数
の
国
で
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
の
秘
密
管
理

地
が
問
題
と
な
り
、
秘
密
管
理
地
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
営
業
秘
密
の
保
有
者
の
主
張
か
ら
裁
判
の
早
期
の
段
階
に
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お
い
て
管
理
地
を
確
定
で
き
る
場
合
が
多
）
56
（
い
。
営
業
秘
密
が
転
々
流
通
し
て
い
る
事
案
で
そ
の
管
理
地
を
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
十
七

条
た
だ
し
書
に
よ
り
、
加
害
行
為
地
、
つ
ま
り
秘
密
を
取
得
し
た
地
の
法
に
よ
る
こ
と
と
な
）
57
（

る
。
ま
た
二
十
条
に
基
づ
い
て
、
日
本
企
業

同
士
の
間
の
問
題
で
あ
れ
ば
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
）
58
（
る
。
最
後
に
当
事
者
の
間
に
営
業
秘
密
保
持
契
約
が
締
結
さ
れ
、
そ
の

契
約
に
対
す
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
の
契
約
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
59
（
る
。

　
次
に
、
営
業
秘
密
侵
害
の
結
果
発
生
地
法
を
被
害
者
の
所
在
地
法
と
す
る
見
解
が
あ
）
60
（

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
業
管
理
地
を
結
果
発
生

地
と
解
し
た
見
解
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
に
お
い
て
あ
る
情
報
の
秘
密
管
理
性
の
有
無
が
争
わ
れ
た
場
合
に
、
裁
判
の
最
後
ま
で
秘
密
管
理

性
の
有
無
や
秘
密
管
理
地
が
確
定
で
き
な
い
こ
と
、
厳
格
な
秘
密
管
理
性
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
法
制
度
を
採
用
し
て
い
る
国
も
あ
り
、

秘
密
管
理
の
有
無
や
そ
の
場
所
が
確
定
し
な
い
限
り
準
拠
法
が
選
択
で
き
な
い
こ
と
、
複
数
の
国
の
現
地
法
人
な
ど
に
営
業
秘
密
が
管
理

さ
れ
て
い
る
場
合
に
ど
こ
を
秘
密
管
理
地
と
す
る
か
を
認
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
在
外
サ
ー
バ
ー
で
の
秘
密
管
理
が
行
わ
れ
て

い
る
場
合
に
そ
の
所
在
地
に
よ
り
準
拠
法
が
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
営
業
秘
密
の
使
用
や
漏
洩

が
行
わ
れ
た
地
を
結
果
発
生
地
と
解
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
が
営
業
秘
密
の
使
用
地
や
漏
洩
地
を
恣
意
的
に
選
択
し
、
こ
の
よ

う
な
選
択
は
十
七
条
の
結
果
発
生
地
に
お
け
る
被
害
者
の
保
護
と
い
う
趣
旨
と
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
、
十
七
条
の
下
で
は
加
害
行
為
地
は

加
害
者
に
予
測
可
能
性
が
な
い
場
合
に
例
外
的
に
連
結
点
と
な
る
こ
と
か
ら
端
的
に
加
害
行
為
地
を
連
結
点
と
す
る
こ
と
が
十
七
条
の
条

文
構
造
に
反
す
る
こ
と
、
取
得
、
開
示
、
使
用
と
い
っ
た
段
階
ご
と
に
場
所
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
法
適
用
が
錯
綜
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
加
害
行
為
地
を
特
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
市
場
地
の
法
に
よ
る
の

で
あ
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
行
為
が
単
な
る
漏
洩
に
と
ど
ま
り
市
場
に
お
け
る
逸
失
利
益
が
発
生
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
市
場
地
の

法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
よ
う
に
関
連
市
場
地
が
多
数
に
及
ぶ
よ
う
な
環
境
に
お
い
て

は
市
場
地
の
範
囲
自
体
を
厳
密
に
確
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
あ
）
61
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
秘
密
は
保
有
企
業
の
営
業
力
な
い
し
競

争
力
を
構
成
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
侵
害
の
連
結
点
は
、
保
有
者
が
そ
の
営
業
秘
密
を
事
業
に
独
占
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
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よ
り
利
益
を
受
け
て
お
り
、
同
秘
密
の
侵
害
に
よ
り
直
接
的
に
損
害
を
受
け
る
被
害
者
の
本
拠
地
で
あ
）
62
（
る
。
こ
れ
に
よ
り
営
業
秘
密
が
ど

こ
に
不
正
に
使
用
さ
れ
て
も
損
害
の
場
所
は
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
海
外
の
サ
ー
バ
ー
で
管
理
さ
れ
て
い
る
営
業
秘
密
で
も
そ
の
所
在

地
が
容
易
に
特
定
で
き
る
こ
と
、
侵
害
者
に
よ
る
内
部
使
用
の
場
合
で
も
特
定
で
き
る
こ
と
が
利
点
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
）
63
（
る
。
営
業
主

体
が
多
国
に
お
い
て
分
散
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
当
該
営
業
秘
密
の
内
容
や
管
理
状
況
、
及
び
具
体
的
な
営
業
秘
密
の

流
出
の
経
路
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
最
も
密
接
な
関
係
を
も
つ
営
業
主
体
の
所
在
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
他
方
、
あ
る
行
為
が
実
質
法
上
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
債
務
不
履
行
に
な
る
と
同
時
に
、
不
法
行
為
の

成
立
要
件
を
も
満
た
し
、
請
求
権
競
合
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
契
約
上
の
義
務
の
準
拠
法
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ

の
ほ
か
、
営
業
秘
密
侵
害
行
為
の
ほ
と
ん
ど
が
同
じ
国
家
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
国
家
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
と
さ
れ
て

い
）
64
（
る
。

　
ほ
か
に
も
、
結
果
発
生
地
の
法
と
し
て
市
場
地
の
法
を
準
拠
法
と
す
る
見
解
が
あ
）
65
（
る
。
現
在
の
不
正
競
争
行
為
の
保
護
法
益
は
市
場
に

お
い
て
公
正
な
競
争
を
享
受
す
る
事
業
者
の
利
益
と
当
該
競
争
の
結
果
を
享
受
す
る
需
要
者
の
利
益
で
あ
る
。
こ
の
利
益
は
市
場
と
直
結

し
て
お
り
、
そ
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
準
拠
法
は
そ
の
利
益
の
属
す
る
市
場
地
の
法
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
営
業
秘
密
の
使
用

に
至
ら
な
い
段
階
で
、
そ
の
不
正
取
得
や
不
正
開
示
の
み
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
加
害
者
が
い
ず
れ
の
市
場
を
想
定
し
て
い
た
か

明
ら
か
で
は
な
け
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
取
得
地
を
連
結
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
不
正
取
得
介
在
後
の
営
業
秘
密
の
さ
ら
な
る
取
得
ま

た
は
開
示
が
別
の
場
所
で
行
わ
れ
得
る
こ
と
か
ら
、
同
秘
密
を
他
人
に
売
り
た
い
と
図
る
加
害
者
が
準
拠
法
を
恣
意
的
に
選
択
で
き
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
に
は
被
害
者
の
営
業
所
在
地
を
結
果
発
生
地
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
通
則
法
二
十
条
の
適
用
は
可
能
で
は

あ
る
も
の
の
、
不
正
競
争
に
か
か
る
法
律
関
係
が
市
場
地
に
重
心
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
秘
密
保

持
契
約
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
準
拠
法
の
不
正
競
争
防
止
法
の
下
で
は
営
業
秘
密
侵
害
が
成
立
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
市
場
地
の
不
正

競
争
防
止
法
上
で
は
当
該
侵
害
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
の
結
論
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
一
条
に
関
し
て
い
え
ば
、
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準
拠
法
の
変
更
に
関
す
る
合
意
の
認
定
は
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
結
果
発
生
地
を
特
定
す
る
に
あ
た
り
総
合
的
な
判
断
を
勧
め
る
見
解
が
あ
）
66
（

る
。
営
業
秘
密
の
準
拠
法
に
関
す
る
連
結
点
に
つ

い
て
は
、
使
用
地
、
開
示
地
、
影
響
を
受
け
る
市
場
地
、
被
害
企
業
の
主
た
る
営
業
所
所
在
地
、
そ
し
て
営
業
秘
密
の
管
理
地
と
い
う
多

数
の
選
択
肢
が
あ
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
損
害
の
現
れ
方
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
の
連
結
点
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
上
記
三
㈠
３
の
判
例
に
お
い
て
は
被
告
に
よ
る
営
業
秘
密
の
不
正
取
得
か
ら
裁
判
所
に
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
に
い
た

る
ま
で
の
一
連
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
直
接
的
な
結
果
が
生
じ
る
地
を
結
果
発
生
地
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、
裁
判
所
に
提
出
し

た
行
為
自
体
は
市
場
地
ま
た
は
保
有
者
の
営
業
秘
密
に
影
響
を
与
え
て
お
ら
ず
、
結
果
発
生
地
を
市
場
地
、
あ
る
い
は
営
業
所
在
地
と
し

て
考
え
る
余
地
は
な
い
。
ま
た
、
取
得
だ
け
で
は
損
害
が
生
じ
て
お
ら
ず
、
営
業
秘
密
が
使
用
さ
れ
て
初
め
て
損
害
が
発
生
し
得
る
が
、

取
得
者
は
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
保
有
者
の
秘
密
管
理
体
制
を
破
っ
た
こ
と
か
ら
取
得
行
為
の
時
点
で
損
害
が
発
生
し
得
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
準
拠
法
を
決
め
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
不
正
競
争
行
為
を
市
場
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
、
特
定
の
企
業
に
向
け
ら
れ
た
も
の
に
区
別
し
、
前
者
の
準
拠
法
は
条
理
の

下
で
定
め
ら
れ
る
一
方
、
後
者
は
十
七
条
の
枠
組
み
で
考
え
る
と
の
学
説
が
あ
）
67
（
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
不
正
競
争
行
為
は
私
人
間
の
差
止

請
求
と
損
害
賠
償
請
求
を
主
な
内
容
と
す
る
民
事
規
制
で
あ
る
た
め
、
一
種
の
不
法
行
為
と
性
質
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
特
定
の

企
業
を
対
象
と
す
る
不
正
競
争
行
為
の
場
合
に
は
、
十
七
条
に
よ
り
準
拠
法
を
決
定
す
べ
き
で
あ
り
、
二
十
条
、
二
十
一
条
及
び
二
十
二

条
も
適
用
さ
れ
る
一
方
、
特
定
国
の
市
場
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
の
場
合
に
は
当
事
者
と
の
密
接
関
連
性
を
中
心
に
準
拠
法
を
決

定
す
る
十
七
条
、
二
十
条
、
二
十
一
条
及
び
二
十
二
条
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
条
理
に
基
づ
い
て
市
場
地
の
法
が
準
拠
法
と

な
る
。
こ
の
見
解
で
は
営
業
秘
密
侵
害
は
特
定
の
企
業
を
対
象
と
す
る
不
正
競
争
行
為
に
該
当
し
て
お
り
、
そ
の
連
結
点
は
被
害
者
の
営

業
所
所
在
地
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
68
（

る
。

　
第
三
に
、
不
正
競
争
行
為
を
類
型
化
せ
ず
に
十
七
条
を
準
用
し
、
結
果
発
生
地
と
し
て
市
場
地
を
連
結
点
と
す
る
学
説
が
見
ら
れ
）
69
（
る
。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
二
十
条
以
下
の
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
た
め
に
十
七
条
を
準
用
で
き
る
。
連
結
点
と
し
て
は
市
場
地
が
考
え
ら
れ
る

が
、
通
則
法
で
は
市
場
地
と
は
生
産
物
責
任
と
の
関
連
で
商
品
の
流
通
市
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
も
同
じ
内
容

の
概
念
で
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
市
場
地
を
直
ち
に
連
結
点
と
せ
ず
、
市
場
地
を
結
果
発
生
地
と
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
不
正
競
争
行
為
の
場
合
、
意
図
し
な
い
地
で
の
結
果
発
生
は
想
定
し
難
く
、
そ
れ
ゆ
え
同
条
の
た
だ
し
書
の
適

用
は
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
に
、
二
十
条
以
下
を
排
除
す
る
た
め
に
条
理
の
枠
組
み
で
使
用
地
に
よ
り
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
を
定
め
る
学
説
が
あ
）
70
（
る
。
条

理
の
下
で
、
不
法
行
為
は
そ
の
規
定
が
損
害
の
補
塡
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
間
接
的
な
損
害
を
排
除
す
る
結
果
発
生
地
に
よ

り
そ
の
準
拠
法
が
決
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
秘
密
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
を
取
得
し
た
だ
け
で
は
な
ん
ら
の
損
害
も
発
生
し
て
お

ら
ず
、
営
業
秘
密
が
使
用
さ
れ
て
初
め
て
侵
害
さ
れ
、
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
営
業
秘
密
の
使
用
地
の
法
が
準
拠
法
と
な

る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
第
五
に
、
不
正
競
争
行
為
の
公
益
性
に
配
慮
し
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
定
は
国
際
的
強
行
法
規
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
法
廷
地
が

適
用
さ
れ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
通
則
法
十
七
条
の
枠
組
み
で
結
果
発
生
地
法
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
学
説
が
見
ら
れ
）
71
（
る
。
そ
の
根
拠
と
し

て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
は
累
次
に
わ
た
り
、
刑
事
罰
の
導
入
・
強
化
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
条
項
の
多
く
が
国
際
的
強
行
法
規
と

し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
72
（
る
。
営
業
秘
密
侵
害
に
関
し
て
い
え
ば
、
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
と
提
唱
す
る
見
解
が

見
ら
れ
）
73
（

る
。
国
際
的
強
行
法
規
で
な
け
れ
ば
、
不
正
競
争
行
為
は
通
則
法
十
七
条
の
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
原
則
と
し
て
結
果
発
生

地
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
営
業
秘
密
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
市
場
喪
失
が
生
じ
た
地
を
通
則
法

十
七
条
の
結
果
発
生
地
に
す
れ
ば
そ
の
地
は
複
数
の
国
に
跨
る
こ
と
が
あ
り
、
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
他
方
、
秘
密
性
が
喪
失

さ
れ
た
地
を
結
果
発
生
地
に
す
れ
ば
、
被
害
企
業
の
所
在
地
と
秘
密
管
理
地
が
連
結
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
前
者
は
海
外
で
あ
る
場

合
が
あ
る
一
方
、
後
者
は
ク
ラ
ウ
ド
な
ど
の
形
態
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
特
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
加
害
行
為
地
と
し
て
は
通
則
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法
十
七
条
た
だ
し
書
に
基
づ
い
て
営
業
秘
密
の
不
当
な
開
示
、
取
得
、
使
用
の
地
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
加
害
行
為
地
は
特
定
し

に
く
い
場
合
が
あ
り
、
か
つ
、
偶
然
に
決
ま
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
準
拠
法
を
決

め
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
）
74
（
る
。
こ
れ
に
関
し
、
結
果
発
生
地
は
影
響
を
受
け
る
市
場
地
と
決
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
の
見
解

が
あ
）
75
（
る
。

㈢
　
日
本
法
の
ま
と
め

　
以
上
は
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
つ
い
て
日
本
で
行
わ
れ
て
き
た
議
論
を
概
観
し
た
。
法
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
判
例
は
救
済
の
趣

旨
を
考
慮
し
た
上
で
営
業
秘
密
侵
害
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
不
正
競
争
行
為
の
極
め
て
重
要
な
部
分
が
行
わ
れ
た
地
を
連
結
点
と

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
地
は
営
業
秘
密
の
取
得
地
、
差
止
め
の
救
済
を
決
め
る
地
、
複
数
の
国
に
跨
る
不
法
行
為
の
最
も
重
要
な

地
、
不
正
商
品
の
製
造
地
と
市
場
地
、
公
正
競
争
が
侵
害
さ
れ
た
市
場
地
と
し
て
指
定
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
評
釈
中
の
見
解
が
分
か
れ

る
。
学
説
に
お
い
て
も
様
々
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
す
べ
て
の
不
正
競
争
行
為
を
法
例
十
一
条
に
お
け
る
不

法
行
為
と
し
て
市
場
地
の
法
に
よ
る
と
の
見
解
、
あ
る
い
は
営
業
秘
密
侵
害
は
不
法
行
為
の
特
殊
な
類
型
と
し
て
市
場
地
の
法
を
準
拠
法

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
次
に
、
条
理
の
枠
組
み
で
す
べ
て
の
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
を
市
場
地
の
法
と
す
る
見
解
、
法
例
十
一
条
に
基

づ
い
て
営
業
秘
密
侵
害
が
加
害
行
為
地
法
に
よ
る
と
の
見
解
、
あ
る
い
は
同
条
に
基
づ
い
て
被
害
を
受
け
た
営
業
所
の
所
在
地
の
法
を
準

拠
法
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
最
後
に
、
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
国
内
の
規
定
が
不
正
競
争
防
止
法
内
の
国
際
的
強
行
法
規
に
な
る
か
否

か
に
配
慮
し
た
上
で
営
業
秘
密
侵
害
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
そ
の
準
拠
法
は
被
害
者
の
利
益
侵
害
と
い
う
結
果
あ
る
い
は
そ
の
危

険
性
が
生
じ
た
地
に
よ
る
と
の
見
解
が
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
を
解
決
す
べ
く
、
法
例
を
改
正
す
る
際
に
は
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
市
場

地
の
法
を
準
拠
法
と
す
る
明
文
規
定
が
提
案
さ
れ
た
が
、
当
時
の
議
論
で
は
不
正
競
争
行
為
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
一
定
の
不
正
競
争
行

為
は
必
ず
し
も
市
場
地
に
結
び
つ
か
な
い
た
め
、
そ
の
解
釈
を
現
行
法
の
通
則
法
十
七
条
に
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
）
76
（

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
通
則
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法
に
関
し
て
も
議
論
が
続
い
て
い
る
。
通
則
法
の
判
例
に
は
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
規
定
を
国
際
的
強
行
法
規
と
み
な
す
も
の
が
二
つ

あ
る
が
、
二
番
目
の
判
）
77
（

例
に
つ
い
て
は
十
七
条
に
基
づ
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
商
品
が
営
業
秘
密
を
用
い
て
生
産
さ
れ
た
地
の
法
が
適

用
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
両
当
事
者
が
日
本
法
を
基
に
主
張
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
日
本
法
を
準
拠
法
と
す
る
合
意
が
あ
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
）
78
（
る
。
ま
た
、
原
告
が
民
事
上
の
救
済
を
請
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
営
業
秘
密
侵
害
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
原
告

の
本
店
所
在
地
、
営
業
秘
密
の
使
用
地
及
び
開
示
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
日
本
法
を
準
拠
法
と
し
て
い
る
判
）
79
（

例
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関

し
て
は
結
果
発
生
地
を
営
業
秘
密
の
保
有
主
体
の
本
拠
地
の
法
を
提
案
す
る
批
）
80
（
判
が
あ
る
。
く
わ
え
て
、
第
三
者
と
原
告
の
間
で
締
結
さ

れ
た
秘
密
保
持
契
約
に
お
け
る
準
拠
法
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
分
か
れ
る
見
解
）
81
（

と
、
法
廷
地
法
を
提
案
す
る
見
解
も
見
受
け
ら
れ
）
82
（

る
。
最

新
の
判
）
83
（
例
で
は
営
業
秘
密
侵
害
は
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
そ
の
準
拠
法
は
営
業
秘
密
の
使
用
地
と
開
示
地
の
法
と
な
る
が
、
そ
の
準

拠
法
は
市
場
地
の
法
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
示
さ
れ
て
い
）
84
（
る
。
学
説
で
は
、
法
例
と
同
じ
く
、
準
拠
法
に
つ
い
て
の
解
釈
が

対
立
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
営
業
秘
密
侵
害
を
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
、
営
業
秘
密
管
理
地
、
被
害
者
の
所
在
地
、
市
場
地
、
事
件

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
最
密
接
関
係
地
が
連
結
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
二
十
条
以
下
の
適
用
を

回
避
す
る
た
め
に
は
十
七
条
の
準
用
に
よ
り
不
正
競
争
行
為
の
全
体
に
市
場
地
を
連
結
点
と
す
る
見
解
と
、
条
理
に
基
づ
い
て
営
業
秘
密

の
使
用
地
を
連
結
点
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
最
後
に
、
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
規
定
が
国
際
的
強
行
法
規
に
該
当
す
る
か
否
か
を
考
慮

し
、
該
当
し
な
け
れ
ば
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
総
合
的
な
判
断
を
勧
め
る
見
解
も
見
受
け
ら
れ
る
。

四
　
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
の
議
論

　
こ
の
よ
う
に
日
本
に
お
い
て
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
議
論
が
紛
糾
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
議
論
へ
の
示
唆
を
求
め
る
た
め
に
Ｅ
Ｕ
の
抵
触
規
則
を
参
照
す
る
。
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Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
従
来
、
加
盟
国
が
各
々
の
抵
触
規
則
を
定
め
て
い
）
85
（
る
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
は
加
盟
国
に
お
け
る
契
約
外
債
務
の
準
拠

法
に
関
す
る
規
則
を
統
一
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
、
一
般
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
４
条
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
原
則
を
定
め
て
い
）
86
（

る
。

１
．
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
不
法
行
為
か
ら
生
じ
る
契
約
外
債
務
は
、
損
害
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
国
及
び
そ
の
事

実
の
間
接
的
結
果
が
発
生
し
た
国
に
か
か
わ
り
な
く
損
害
が
発
生
し
た
国
の
法
に
よ
る
。

２
．
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
者
と
損
害
を
被
っ
た
者
と
が
、
損
害
の
発
生
時
に
同
一
の
国
に
常
居
所
を
有
し
た
と
き
に

は
、
そ
の
国
の
法
に
よ
る
。

３
．
事
件
の
す
べ
て
の
事
情
か
ら
、
明
ら
か
に
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
国
よ
り
も
不
法
行
為
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
国

が
あ
る
と
き
に
は
、
当
該
他
の
国
の
法
に
よ
る
。
他
の
国
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
と
く
に
、
当
該
不
法
行
為
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
契

約
の
よ
う
に
、
当
事
者
間
に
既
に
存
在
す
る
関
係
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
。

　
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
不
法
行
為
地
原
則
を
採
用
し
て
い
る
が
、
隔
地
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
そ
の
解
釈
が
国

に
よ
り
異
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
統
一
抵
触
規
則
に
確
実
性
を
帯
び
さ
せ
る
た
め
に
、
判
決
の
予
見
可
能
性
と
当
事
者
間
の
利
益
考

慮
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
４
条
は
間
接
的
な
結
果
が
発
生
し
た
国
家
な
い
し
諸
国
家
の
法
で
は
な
く
、
損
害
が
実
際
に

発
生
し
た
地
の
法
を
準
拠
法
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
と
加
害
者
の
利
益
を
適
切
に
調
整
し
、
民
事
法
上
の
責
任
の
現
代
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
と
危
険
責
任
の
発
展
に
順
応
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
）
87
（

る
。
他
方
、
当
事
者
が
同
一
常
居
所
地
を
有
す
る
場
合
、
準
拠
法
は
そ

の
地
の
法
に
よ
る
。
２
項
は
１
項
の
特
則
と
し
て
適
用
さ
れ
、
当
事
者
が
同
一
常
居
所
地
を
有
す
る
と
き
に
は
そ
の
地
の
法
は
１
項
の
損

害
発
生
地
の
法
に
優
先
す
る
。
最
後
に
、
３
項
は
例
外
条
項
で
あ
り
、
損
害
発
生
地
ま
た
は
常
居
所
地
よ
り
も
第
三
国
が
最
も
密
接
な
関

係
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
準
拠
法
は
そ
の
地
の
法
に
よ
る
こ
と
と
な
）
88
（

る
。
な
お
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
の
14
条
１
）
89
（

項
は
合
意
に
よ
る
法
選
択
を
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可
能
と
し
、
そ
の
合
意
は
４
条
に
優
先
す
る
こ
と
と
な
）
90
（
る
。
こ
れ
に
く
わ
え
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
6
条
は
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い

て
定
め
て
い
）
91
（

る
。

１
．
不
正
競
争
か
ら
生
じ
る
契
約
外
債
務
は
、
競
争
関
係
ま
た
は
消
費
者
の
集
合
的
利
益
が
影
響
を
受
け
、
ま
た
は
、
影
響
を
受
け
る
恐
れ
の
あ
る
国

の
法
に
よ
る
。

２
．
不
正
競
争
が
専
ら
特
定
の
競
争
者
の
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
第
４
条
が
適
用
さ
れ
る
。

３
．（
省
略
）

４
．
本
条
に
よ
る
準
拠
法
は
、
第
14
条
﹇
当
事
者
自
治
﹈
に
よ
る
合
意
に
よ
り
排
斥
さ
れ
な
い
。

　
6
条
は
４
条
の
特
則
で
は
な
く
、
４
条
を
明
確
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
競
争
者
、
消
費
者
及
び
一
般
大
衆
を
守
る
と
同
時
に
、
市

場
経
済
が
適
切
に
機
能
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
）
92
（
る
。
同
条
は
、
国
家
法
、
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
法
の
独
占
禁
止
法
に
対

す
る
違
反
の
準
拠
法
に
つ
い
て
定
め
）
93
（
る
３
項
を
除
け
ば
、
不
正
競
争
行
為
を
市
場
に
向
け
ら
れ
た
行
為
（
１
項
）、
特
定
の
企
業
に
向
け

ら
れ
た
行
為
（
２
項
）
と
い
う
二
つ
の
単
位
法
律
関
係
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
準
拠
法
を
定
め
て
い
）
94
（

る
。

　
6
条
１
項
と
２
項
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
三
年
に
欧
州
委
員
会
が
提
案
し
た
法
案
の

Explanatory M
em
orandum

（
以
下
「
Ｅ
Ｍ
」
と
い
う
）
に
よ
る
と
、
特
定
の
企
業
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
は
人
材
の
引
き
抜
き
、

賄
賂
、
産
業
ス
パ
イ
、
営
業
秘
密
の
開
示
あ
る
い
は
契
約
違
反
へ
の
誘
引
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
市
場
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

も
あ
り
得
る
が
、
市
場
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
間
で
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い

る
）
95
（

。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
２
項
は
Ｅ
Ｍ
に
お
け
る
類
型
に
限
り
適
用
さ
れ
る
と
の
見
解
が
あ
）
96
（

る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｍ
は
加
害
者
の
意
図

を
重
点
的
に
考
慮
し
た
上
で
不
正
競
争
行
為
の
類
型
化
を
行
っ
て
い
る
が
、
２
項
自
体
は
加
害
者
の
意
図
で
は
な
く
、
同
行
為
の
結
果
を
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対
象
と
し
、
Ｅ
Ｍ
の
内
容
と
は
平
仄
が
合
わ
な
い
。
さ
ら
に
Ｅ
Ｍ
に
列
挙
さ
れ
た
不
正
競
争
行
為
は
当
事
者
間
に
法
律
関
係
が
既
に
成
立

し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
問
題
と
な
る
不
正
競
争
行
為
は
第
三
者
の
競
業
者
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
が
、
産
業
ス

パ
イ
の
場
合
に
は
既
に
法
律
関
係
は
存
在
せ
ず
、
契
約
違
反
へ
の
誘
引
に
は
第
三
者
は
必
ず
存
在
す
る
。
寧
ろ
、
一
方
の
当
事
者
が
特
定

の
競
業
者
に
対
す
る
不
正
競
争
行
為
に
よ
り
競
合
優
位
性
を
享
受
し
、
当
該
行
為
に
よ
り
市
場
全
体
の
競
争
に
は
実
質
的
な
変
化
が
な
い

場
合
に
限
り
6
条
２
項
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
）
97
（
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
２
項
は
他
の
競
業
者
、
消
費
者
及
び
一
般
大
衆

に
客
観
的
に
見
て
直
接
的
な
影
響
を
与
え
な
い
不
正
競
争
行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
と
の
立
場
も
あ
）
98
（
る
。

　
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
市
場
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
は
競
争
関
係
ま
た
は
消
費
者
の
集
団
的
利
益
が
阻
害
さ
れ
る
、
ま
た
は
阻

害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
市
場
地
の
法
に
よ
る
が
、
こ
の
連
結
点
を
特
定
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
）
99
（
る
。
こ
の
場
合
に
は
14
条
１
項
に
基
づ

い
て
当
事
者
は
準
拠
法
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
、
特
定
の
企
業
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
に
は
不
法
行
為
の
一
般
原

則
が
適
用
さ
れ
、
ひ
と
ま
ず
４
条
１
項
に
基
づ
き
損
害
発
生
地
の
法
に
よ
る
が
、
そ
の
法
は
被
害
者
の
競
合
優
位
性
が
低
迷
し
た
地
の
法

で
あ
）
100
（

り
、
特
に
、
特
定
の
競
業
者
の
利
益
に
損
害
を
最
初
に
与
え
た
地
の
法
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
）
101
（

る
。
こ
れ
を
基
準
に
、
行
為
ご
と

に
準
拠
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
も
14
条
に
基
づ
い
て
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
不
可
能
で
あ
る
と
解
し
得
る
が
、

14
条
は
市
場
全
体
に
お
け
る
不
正
競
争
行
為
の
影
響
に
配
慮
し
た
上
で
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
6
条
２
項
は
４
条
の
適
用
を
定

め
て
お
り
、
４
条
は
6
条
４
項
に
よ
り
制
限
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
可
能
で
あ
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い

る
）
102
（

。
　
６
条
を
適
用
し
た
場
合
、
営
業
秘
密
侵
害
は
ど
の
よ
う
に
性
質
決
定
さ
れ
る
か
、
か
つ
、
そ
の
準
拠
法
は
ど
の
連
結
点
に
よ
ら
せ
る
か

が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
、
営
業
秘
密
の
準
拠
法
に
つ
い
て
直
接
的
な
解
釈
を
明
確
に
し
て
い
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
先
決
裁
定

は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
学
）
103
（

説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
４
条
３
項
の
適
用
を
重
視
す
る
学
説
が
あ
）
104
（

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
業

秘
密
侵
害
は
知
的
財
産
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
お
い
て
不
正
競
争
行
為
と
知
的
財
産
に
関
す
る
規
定
が
個
別
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に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
的
財
産
を
対
象
と
す
る
規
定
を
適
用
で
き
な
い
。
ま
た
、
Ｅ
Ｍ
の
説
明
か
ら
み
て
も
、
営
業
秘
密
侵
害
は

特
定
の
企
業
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
と
性
質
決
定
さ
れ
、
そ
の
準
拠
法
は
６
条
２
項
に
基
づ
い
て
４
条
に
よ
り
指
定
す
べ
き
で
あ

る
。
４
条
１
項
で
は
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
損
害
は
そ
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
複
数
の
国
で
発
生
し
得
る
こ
と
か
ら
準
拠

法
が
複
数
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
寧
ろ
加
害
行
為
地
が
特
定
し
や
す
い
が
、
加
害
行
為
地
は
必
ず
し
も
損
害
発
生

地
に
合
致
し
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
４
条
１
項
は
加
害
行
為
地
を
連
結
点
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
く
わ
え
、
６
条
２
項
に
基
づ
い
て

４
条
１
項
を
適
用
す
れ
ば
、
６
条
１
項
と
同
じ
準
拠
法
が
選
択
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
６
条
２
項
の
意
義
が
失
わ
れ
る
。
４
条
２
項
で

は
、
同
一
常
居
所
地
の
法
を
適
用
し
、
準
拠
法
を
一
本
化
で
き
る
が
、
被
害
者
は
ど
の
時
点
に
お
い
て
被
害
を
受
け
た
か
、
加
害
者
は
加

害
行
為
の
後
に
海
外
に
移
転
し
た
こ
と
に
よ
り
常
居
所
を
変
更
で
き
た
か
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
変
更
が
い
つ
か
ら
有
効
で
あ

る
か
な
ど
常
居
所
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
加
害
者
は
侵
害
行
為
後
だ
が
損
害
が
発
生
す
る
前
に
常
居
所
を
変
え
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
は
２
項
に
よ
る
準
拠
法
が
複
数
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
得
る
。
３
項
で
は
準
拠
法
は
１
項
と
２
項
に
よ
る
国

家
法
よ
り
も
密
接
な
関
係
地
が
あ
れ
ば
そ
の
地
の
法
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
同
項
で
は
連
結
点
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
当
事
者
間
で
既

に
生
じ
た
法
律
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
営
業
秘
密
は
既
に
成
立
し
て
い
る
法
律
関
係
と
関
連
す
る
実
例
が
多
い
た
め
、

そ
の
場
合
に
は
準
拠
法
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
関
係
の
典
型
例
と
し
て
は
ノ
ウ
ハ
ウ
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
、
秘
密
保
持
契

約
、
技
術
譲
渡
契
約
、
販
売
代
理
店
契
約
、
製
造
委
託
契
約
な
ど
の
契
約
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
会
社
に
所
属
し
て
い

る
会
社
間
の
関
係
な
ど
、
契
約
か
ら
発
生
し
な
い
も
の
も
考
慮
で
き
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｍ
は
同
項
に
お
け
る
法
的
関
係
に
は
交
渉
の
決
裂
、

契
約
解
除
、
家
族
関
係
な
ど
も
包
含
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
）
105
（

る
。
も
っ
と
も
、
上
記
関
係
は
一
例
に
す
ぎ
ず
、
一
般
的
に
は
３
項
に
お
け

る
連
結
点
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
加
害
者
の
国
籍
や
そ
の
個
人
的
な
事
情
で
は
な
く
、
加
害
行
為
と
国
家
の
関
係
に
主
眼
を
置
く
べ
き

で
あ
り
、
当
事
者
そ
の
も
の
を
特
定
の
国
家
に
結
び
つ
け
る
要
素
は
捨
象
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
学
説
で
は
４
条
１
項
に
よ
る
損

害
発
生
地
の
法
は
特
定
し
に
く
く
、
複
数
あ
り
得
る
の
み
な
ら
ず
、
６
条
１
項
と
同
じ
市
場
地
の
法
に
な
り
や
す
い
。
ま
た
、
２
項
の
適
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用
は
困
難
を
伴
う
。
し
た
が
っ
て
、
３
項
は
本
来
な
ら
ば
例
外
条
項
と
し
て
例
外
的
に
適
用
さ
れ
）
106
（
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
営
業
秘
密
侵
害

に
つ
い
て
は
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
営
業
秘
密
を
支
配
す
る
者
の
地
、
被
害
者
の
中
心
的
な
利
益
が
存
在
す
る
地
か
あ
る
い
は
加
害
行
為
地
を
連
結
点
と
す
る
立

場
を
提
示
す
る
学
説
が
あ
）
107
（

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
は
上
記
Ｅ
Ｍ
の
説
明
に
鑑
み
２
項
の
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
、
市
場
に
明

確
か
つ
直
接
的
な
損
害
を
及
ぼ
す
場
合
に
限
り
１
項
の
対
象
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
秘
密
侵
害
に
は
通
常
６
条
２
項
に
基
づ
い
て

４
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
営
業
秘
密
は
情
報
の
一
種
で
あ
り
、
そ
の
不
正
な
取
得
、
使
用
、
及
び
開
示

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
価
値
に
損
害
が
及
ぶ
た
め
、
損
害
発
生
地
の
特
定
が
問
題
の
中
心
と
な
る
。
こ
れ
を
背
景
に
、
４
条
１
項
を
適

用
す
れ
ば
、
当
該
損
害
は
複
数
の
国
家
に
発
生
し
得
る
こ
と
が
あ
り
、
同
侵
害
の
準
拠
法
の
予
見
可
能
性
は
低
く
な
る
。
予
見
可
能
性
を

上
げ
る
に
は
２
項
を
適
用
で
き
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
が
か
か
わ
る
事
件
に
お
い
て
は
同
一
常
居
所
地
を
基
準
と
す
る
場
合
が
少
な
い
。

３
項
は
当
該
営
業
秘
密
侵
害
と
関
連
す
る
法
的
関
係
の
準
拠
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
が
、
同
項
は
例
外
的
な
も
の
で
あ

り
、
端
的
に
適
用
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
４
条
１
項
に
よ
る
準
拠
法
の
範
囲
を
狭
く
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
三
つ
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
欧
州
司
法
裁
判
所
のBolagsupplysningen O

Ü, Ingrid Ilsjan v Svensk H
andel A

）
108
（B

事
件
に
関
す
る
先
決
裁
定
を
根
拠
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
事
案
は
準
拠
法
で
は
な
く
、
不
法
行
為
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
が
争
点
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
案
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
案
で
は
エ
ス
ト
ニ
ア
法
人
と
そ
の
雇
用
者
で
あ

る
原
告
ら
は
被
告
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
中
傷
さ
れ
て
い
る
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
、
名
誉
毀

損
を
理
由
に
そ
の
情
報
の
削
除
と
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
訴
訟
の
際
に
は
国
際
裁
判
管
轄
が
問
題
と
な
り
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
国
際
裁
判
管

轄
の
規
則
に
あ
た
るBrussels I Recast

規
則
7
条
２
項
に
よ
れ
ば
被
告
は
不
法
行
為
に
よ
る
事
態
が
生
じ
た
、
あ
る
い
は
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
地
に
お
い
て
訴
え
ら
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
規
則
に
つ
い
て
欧
州
司
法
裁
判
所
に
解
釈
の
指
示
が
求
め
ら
れ
た
際
、
解

釈
に
対
し
意
見
を
述
べ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
法
務
官
（Advocate G

eneral

）
は
二
つ
の
準
拠
法
が
適
用
可
能
で
あ
る
と
解
し
）
109
（
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
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ず
、
損
害
発
生
地
と
し
て
、
情
報
を
発
し
得
る
者
が
い
る
地
の
法
を
提
案
し
た
。
こ
れ
は
情
報
が
保
管
さ
れ
て
い
る
地
で
は
な
く
、
そ
の

情
報
を
支
配
す
る
者
の
地
の
法
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
準
拠
法
と
し
て
は
損
害
が
実
際
に
発
生
し
た
地
の
法
で
あ
り
、
特
に
被
害
者
の
中

心
的
な
利
益
が
所
在
す
る
地
の
法
で
あ
る
。
こ
の
地
の
判
断
に
あ
た
り
、
個
客
の
数
、
取
引
高
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
学
説
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
務
官
が
提
案
し
た
準
拠
法
を
営
業
秘
密
侵
害
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
連
結
点
の
い
ず
れ
を
採
用
し
て
も
被
害
者
は
準
拠
法
を
任
意
に
操
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
残
る
と
さ
れ
て
い
）
110
（
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
学
説
は
準
拠
法
の
範
囲
を
狭
く
す
る
も
う
一
つ
の
見
解
を
提
案
し
て
い
）
111
（
る
。
す
な
わ
ち
、N

intendo Co. Ltd v. BigBen 

Interactive G
m
bH
, BigBen Interactive S

）
112
（A

事
件
に
関
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
先
決
裁
定
に
お
い
て
は
日
本
法
人
の
原
告
は
Ｅ
Ｕ

法
の
下
で
の
著
作
権
の
侵
害
を
理
由
に
被
告
の
ド
イ
ツ
法
人
と
フ
ラ
ン
ス
法
人
を
相
手
方
に
提
訴
し
た
が
、
準
拠
法
が
問
題
と
な
り
、
裁

判
所
は
そ
れ
に
関
し
判
断
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
契
約
か
ら
生
じ
て
い
な
い
知
的
財
産
権
侵
害
に
関
す
る
準
拠
法
は
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
の

８
条
２
項
に
基
づ
い
て
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
の
法
と
な
る
が
、
そ
の
判
断
に
あ
た
り
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
被
告
の
行
為
を
総
合
的

に
考
慮
し
た
上
で
準
拠
法
は
最
初
の
侵
害
行
為
の
地
に
よ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
関
し
、
営
業
費
秘
密
侵
害
と
著
作
権
侵
害
に
つ
い
て
定
め

る
法
律
は
両
方
と
も
損
害
の
補
塡
で
は
な
く
、
行
為
の
規
制
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
う
い
っ
た
類
似
性
を
理
由
に
準
拠
法
の
基
準

を
同
一
化
で
き
る
。
特
に
、
こ
の
先
決
裁
定
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
基
準
に
よ
り
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
を
考
え
れ
ば
、
営
業
秘

密
の
取
得
地
は
最
初
の
侵
害
行
為
の
地
と
な
る
と
解
さ
れ
、
そ
の
地
の
法
に
よ
れ
ば
準
拠
法
を
一
本
化
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
）
113
（
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
加
害
行
為
地
で
は
な
く
、
損
害
発
生
地
を
連
結
点
と
す
る
４
条
１
項
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
、
ま
た
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規

則
は
営
業
秘
密
侵
害
を
含
む
不
正
競
争
行
為
と
著
作
権
侵
害
の
規
定
を
区
別
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
見
解
は
指
示
で
き
な
い
と
い
う
問
題

が
指
摘
さ
れ
て
い
）
114
（
る
。

　
第
三
に
、
営
業
秘
密
侵
害
行
為
に
つ
い
て
は
被
害
者
の
所
在
地
法
に
よ
る
と
の
学
説
が
あ
）
115
（

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
営
業
秘
密
侵
害
は
通

常
市
場
に
対
し
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
れ
を
理
由
に
６
条
１
項
を
適
用
す
れ
ば
２
項
の
役
割
が
極
端
に
縮
小
さ
れ
る
。
ま
た
、
上
記
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Ｅ
Ｍ
は
直
接
営
業
秘
密
侵
害
を
２
項
の
対
象
と
し
て
い
）
116
（
る
。
く
わ
え
て
、
営
業
秘
密
侵
害
は
不
正
商
品
の
製
造
な
ど
の
準
備
行
為
に
該
当

す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
営
業
秘
密
侵
害
が
発
生
し
た
時
点
で
違
法
行
為
が
既
に
存
在
し
て
お
り
、
同
行
為
を
市
場
に
向
け
ら

れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
営
業
秘
密
侵
害
に
あ
た
る
準
備
行
為
は
こ
れ
が
発
生
し
た
国
家
に
お
い
て
違
法
で
は
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
場
地
の
法
に
基
づ
い
て
違
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
秘
密
侵

害
の
準
拠
法
は
６
条
２
項
に
基
づ
い
て
４
条
に
よ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
１
項
で
は
直
接
的
な
損
害
の
発
生
地
が
連
結
点
と
な
る

が
、
営
業
秘
密
侵
害
の
発
生
時
に
は
損
害
を
図
る
こ
と
が
で
き
ず
、
被
害
者
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
際
に
の
み
損
害
額
を
考
慮
す
る
こ

と
と
な
る
。
ま
た
、
営
業
秘
密
侵
害
は
不
正
商
品
の
製
造
の
準
備
行
為
に
あ
た
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
損
害
は
一
つ
の
国
家
に
集
中
し
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
損
害
が
発
生
し
た
国
家
ご
と
に
準
拠
法
と
損
害
を
特
定
す
る
こ
と
と
な
り
得
る
。
さ
ら
に
、
市
場
へ
の
影
響

を
重
視
し
て
い
れ
ば
６
条
１
項
と
２
項
は
同
じ
準
拠
法
を
指
定
す
る
こ
と
と
な
り
、
２
項
の
意
義
は
失
わ
れ
る
。
一
方
で
は
、
営
業
秘
密

侵
害
に
よ
る
損
害
を
被
る
の
は
被
害
者
の
所
在
地
で
あ
る
た
め
、
営
業
秘
密
侵
害
の
損
害
発
生
地
の
法
は
被
害
者
の
所
在
地
の
法
と
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
ご
と
に
準
拠
法
を
特
定
す
る
必
要
は
な
く
、
準
拠
法
は
一
本
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
被
害
者
の
所
在

地
に
対
す
る
結
果
が
損
害
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
４
条
に
お
け
る
直
接
的
損
害
賠
償
と
間
接
的
結
果
の
区
別
は
失
わ
れ
得
る
。
ま

た
、
ど
の
法
廷
地
で
も
被
害
者
の
所
在
地
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
被
害
者
に
有
利
な
立
場
と
な
る
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
１
項
に
基
づ
い
て
営
業
秘
密
侵
害
は
原
則
と
し
て
被
害
者
の
所
在
地
の
法
に
よ
る
と
し
つ
つ
、
こ
の
原
則
を

緩
和
す
る
た
め
に
は
２
項
と
３
項
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
）
117
（
る
。

五
　
検
　
討

　
以
上
は
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
で
の
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
説
に
鑑
み
、
通
則
法
と



営業秘密侵害の準拠法

31

ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
で
の
議
論
の
相
違
を
明
確
に
し
た
上
で
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
の
解
釈
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
得
て
通
則
法
の
解
釈
に

貢
献
で
き
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ま
ず
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
は
通
則
法
と
は
異
な
り
、
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
６
条
と
い
う
明
文
規
定
を
定
め
て
お
り
、
不

法
行
為
の
枠
組
み
で
そ
の
行
為
が
市
場
に
向
け
ら
れ
た
も
の
（
１
項
）
と
、
特
定
の
企
業
に
向
け
ら
れ
た
も
の
（
２
項
）
に
区
別
し
て
い

る
。
こ
の
類
型
化
は
通
則
法
下
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
が
、
市
場
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
み
を
条
理
の
下
で
考
慮
し
、
特
定
の
企
業
に
向

け
ら
れ
た
行
為
を
一
般
原
則
に
よ
る
と
の
見
解
、
不
正
競
争
行
為
を
類
型
化
せ
ず
に
十
七
条
を
準
用
す
る
見
解
、
営
業
秘
密
侵
害
を
条
理

の
下
で
考
え
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
営
業
秘
密
侵
害
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
の
学
説
は
６
条
２
項
に
基
づ
い
て
営

業
秘
密
侵
害
を
一
般
不
法
行
為
と
性
質
決
定
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
が
、
同
侵
害
が
市
場
に
向
け
ら
れ
た
場
合
も
想
定
し
て
い
る
。
こ

れ
に
鑑
み
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
定
６
条
２
項
を
参
考
に
す
れ
ば
、
原
則
と
し
て
営
業
秘
密
侵
害
を
一
般
不
法
行
為
と
性
質
決
定
で
き
よ
う
。
あ

ら
ゆ
る
営
業
秘
密
侵
害
は
市
場
全
体
に
直
接
的
な
損
害
を
与
え
得
る
が
、
同
損
害
は
ひ
と
ま
ず
特
定
の
企
業
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

特
に
不
正
商
品
の
製
造
な
ど
準
備
行
為
に
お
け
る
営
業
秘
密
侵
害
は
市
場
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
通
則
法
の
場
合
に
も
、
原
則
と
し
て
十
七
条
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
次
に
、
一
般
不
法
行
為
に
関
す
る
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
４
条
と
通
則
法
十
七
条
を
比
較
し
、
前
者
は
ど
の
範
囲
に
お
い
て
後
者
に
示
唆
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
確
認
す
る
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
定
４
条
に
よ
れ
ば
当
事
者
間
に
準
拠
法
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
直
接
的
な
損
害
が
発

生
し
た
地
の
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
同
一
の
常
居
所
地
が
あ
れ
ば
そ
の
地
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
事
者
間
で
既
に
成
立
し
て

い
る
契
約
関
係
な
ど
、
ほ
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
地
が
あ
れ
ば
そ
の
法
に
よ
る
。
通
則
法
で
は
、
二
十
一
条
に
基
づ
い
て
当
事

者
間
に
準
拠
法
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
十
七
条
は
直
接
的
な
法
益
侵
害
の
結
果
が
現
実
に
発
生
し
た
）
118
（
地
と
し
て
結
果
発
生
地
の
法
が
適
用

さ
れ
る
と
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
地
を
通
常
予
見
で
き
な
い
場
合
に
は
加
害
行
為
地
が
適
用
さ
れ
る
。
最
後
に
、
通
則
法
二
十
条
に
よ
れ

ば
、
同
一
常
居
所
地
や
既
に
当
事
者
権
で
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
な
ど
、
よ
り
密
接
な
関
係
の
あ
る
地
の
法
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
よ
る
と
さ
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れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
４
条
１
項
に
お
け
る
直
接
的
な
損
害
を
通
則
法
十
七
条
に
お
け
る
直
接
的
な
法
益
侵
害
の
結
果
と
考
え
る
な

ら
ば
、
両
条
文
は
第
一
段
階
の
連
結
点
の
趣
旨
に
つ
い
て
一
定
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
は
通
則

法
十
七
条
た
だ
し
書
の
よ
う
な
加
害
行
為
地
法
の
適
用
は
想
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
で
は
同
一
常
居
所
地
が
あ
っ
た
場
合

に
は
そ
の
地
の
法
が
、
損
害
が
発
生
し
た
地
の
法
に
優
先
さ
れ
る
が
、
通
則
法
で
は
同
地
は
例
外
条
項
で
あ
る
二
十
条
を
適
用
す
る
際
の

考
慮
要
素
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
則
法
は
十
七
条
本
文
の
解
釈
に
限
っ
て
は
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
の
学
説
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
え
る
。

　
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
に
関
し
て
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
の
議
論
で
は
損
害
発
生
地
の
法
は
情
報
を
支
配
す
る
者
の
地
の
法
に
よ
る

と
の
見
解
が
示
さ
れ
、
通
則
法
下
の
議
論
で
は
結
果
発
生
地
の
法
を
営
業
秘
密
管
理
地
の
法
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
学
説
の
趣
旨

は
近
似
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。
次
に
、
被
害
者
の
本
拠
地
の
法
は
通
則
法
下
の
結
果
発
生
地
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
の
損
害
発
生
地
と
し

て
共
通
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
通
則
法
の
判
例
に
お
い
て
は
営
業
秘
密
の
開
示
地
の
法
と
使
用
地
の
法
が
結
果
発
生
地
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
の
学
説
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は
損
害
発
生
地
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
通
則
法
下

の
議
論
に
お
い
て
は
不
法
行
為
の
枠
組
み
で
結
果
発
生
地
の
法
に
つ
い
て
総
合
的
な
判
断
を
勧
め
る
学
説
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ロ
ー
マ

Ⅱ
規
則
下
の
議
論
に
お
い
て
は
損
害
発
生
地
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
学
説
は
見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
の
学
説
に
お

い
て
は
、
通
則
法
下
の
議
論
と
違
い
不
正
競
争
規
定
の
公
益
性
に
配
慮
す
る
学
説
も
な
い
。
最
後
に
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
下
の
議
論
で
は
営

業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
は
６
条
１
項
の
対
象
に
な
ら
な
い
限
り
、
市
場
地
の
法
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
い
が
、
通
則
法
下
の
議
論
で

は
結
果
発
生
地
の
法
と
し
て
市
場
地
の
法
を
想
定
す
る
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
相
違
を
背
景
に
、
営
業
秘
密
の
準
拠
法
に
関
し
て
は
営
業
秘
密
管
理
地
を
結
果
発
生
地
と
す
る
学
説
の
立
場
を
支
持
し
た

い
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
秘
密
管
理
地
は
連
結
点
を
一
本
化
し
、
営
業
秘
密
の
本
質
を
捉
え
て
い
る
こ
と
、
両
当
事
者
の
予
測
可
能

性
、
営
業
秘
密
の
保
有
者
の
期
待
に
適
う
こ
と
な
ど
が
利
点
と
し
て
提
示
さ
れ
る
一
方
、
裁
判
の
最
後
ま
で
秘
密
管
理
の
有
無
を
確
認
で
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き
な
い
こ
と
、
営
業
秘
密
が
複
数
の
国
の
現
地
法
人
な
ど
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
在
外
サ
ー
バ
ー
で
の
秘
密
管
理

が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
所
在
地
に
よ
り
準
拠
法
が
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ロ
ー

マ
Ⅱ
規
則
に
関
す
る
上
記
第
二
の
学
説
に
鑑
み
、
営
業
秘
密
管
理
地
を
秘
密
が
保
有
さ
れ
て
い
る
地
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
際
に
支
配
し
、

発
信
し
得
る
者
の
存
在
す
る
地
と
考
え
れ
ば
、
ま
ず
、
こ
の
地
は
そ
の
営
業
秘
密
管
理
性
の
要
件
が
侵
害
の
時
点
で
意
識
さ
れ
て
お
り
、

加
害
者
と
被
害
者
の
予
見
可
能
性
に
適
う
。
ま
た
営
業
秘
密
が
在
外
サ
ー
バ
ー
も
含
め
複
数
の
場
所
に
保
有
・
管
理
さ
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
地
で
は
な
く
、
そ
の
保
有
者
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
具
体
的
な
営
業
秘
密
管
理
地
を
特
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
に
つ
い
て
は
結
果
発
生
地
の
法
に
一
本
化
し
得
る
と
い
え
よ
う
。

六
　
結
び
に
か
え
て

　
本
稿
に
お
い
て
は
営
業
秘
密
の
準
拠
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
国
際
裁
判
管
轄
の
問
題
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
も
日
本
に
お
い
て
は
様
々
な
議
論
が
見
ら
れ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
か
ら
な
ん
ら
か
の
示
唆
を
得
ら
れ
る
の
か
否
か
を
次
の

課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

小
野
昌
延
＝
松
村
信
夫
『
新
・
不
正
競
争
防
止
法
概
説
〔
第
3
版
〕』（
青
林
書
院
・
二
〇
二
〇
年
）
六
‐
七
頁
、
陳
思
勤
「
営
業
秘
密
に
係
る

不
正
行
為
」
茶
園
成
樹
編
『
不
正
競
争
防
止
法
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
九
年
）
六
四
頁
。

（
2
）  

喜
多
了
祐
「
不
正
競
業
禁
圧
の
法
史
と
法
理
」
国
際
経
済
法
研
究
会
編
『
国
際
不
正
競
争
の
研
究
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
五
年
）
一
二
六
‐
一

二
七
頁
。

（
3
）  Regulation （EC

） No 864/2007 of the European Parliam
ent and of the Council of 11 July 2007 on the law

 applicable to non-
contractual obligations （Rom

e II

）.
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（
4
）  

西
谷
祐
子
「
通
則
法
第
17
条
　
不
法
行
為
」
櫻
田
嘉
章
＝
道
垣
内
正
人
編
『
注
釈
国
際
私
法
第
1
巻 

　 

1
〜
23
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
一
年
）

四
五
〇
頁
。

（
5
）  

こ
の
判
例
の
評
釈
に
つ
い
て
は
高
桑
昭
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
六
号
（
一
九
九
二
年
）
一
四
八
頁
以
下
、
国
友
明
彦
「
判
例

評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
一
〇
〇
二
号
（
一
九
九
二
年
）
二
六
〇
頁
以
下
、
岩
田
合
同
法
律
事
務
所
「
判
例
評
釈
」
新
商
事
判
例
便
覧
二
〇
八
二

号
（
一
九
九
二
年
）、
三
井
哲
夫
「
判
例
評
釈
」
判
例
時
報
一
四
四
五
号
（
一
九
九
三
年
）
二
〇
六
頁
以
下
、
齋
藤
彰
「
判
例
評
釈
」
ジ
ュ
リ
別

冊
二
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
八
頁
以
下
、
齋
藤
彰
「
判
例
評
釈
」
ジ
ュ
リ
別
冊
一
八
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
〇
頁
以
下
、
齋
藤
彰
「
判
例

評
釈
」
ジ
ュ
リ
別
冊
一
七
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
二
頁
以
下
、
柏
木
昇
「
判
例
評
釈
」
ジ
ュ
リ
別
冊
一
三
三
号
（
一
九
九
五
年
）
九
六
頁
以
下
、

野
村
美
明
「
判
例
評
釈
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
七
号
下
（
一
九
九
三
年
）
一
五
六
頁
以
下
、
岡
本
善
八
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
侵
害
の
準
拠
法
」
特
許

管
理
四
四
巻
二
号
（
一
九
九
四
年
）
一
五
九
頁
以
下
、
長
谷
川
俊
明
「
渉
外
判
例
教
室
」
国
際
商
事
法
務
二
〇
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）
一
八
四

頁
、
不
破
茂
「
判
例
研
究
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
九
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）
八
五
頁
以
下
、
中
村
勝
彦
＝
太
田
知
成
「
不
当
利
得
・
事
務
管
理

の
準
拠
法
」
ジ
ュ
リ
増
刊
（
二
〇
一
五
年
）
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
6
）  

東
京
地
裁
平
成
元
年
五
月
三
〇
日
判
タ
七
〇
三
号
二
四
〇
頁
・
判
時
一
三
四
八
号
九
一
頁
も
参
照
。

（
7
）  

岡
本
善
八
「
国
際
私
法
に
お
け
る
法
定
債
権
」
同
志
社
法
学
四
二
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
六
五
頁
。

（
8
）  

中
野
俊
一
郎
「
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
三
〇
号
（
一
九
九
四
年
）
七
〇
頁
。

（
9
）  

松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則
構
造
論
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
七
年
）
二
二
二
‐
二
二
三
頁
。

（
10
）  

西
谷
祐
子
「
不
法
行
為
の
準
拠
法
」
須
網
隆
夫
＝
道
垣
内
正
人
編
『
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
と
法
（
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
大
系
Ⅳ
）』（
日
本
評
論
社
・
二
〇

〇
九
年
）
一
四
七
頁
。

（
11
）  

加
害
行
為
地
説
に
つ
い
て
は
江
川
英
文
『
国
際
私
法
―
改
定
―
』（
有
斐
閣
・
一
九
五
七
年
）
二
三
三
頁
、
二
三
九
頁
を
参
照
。
結
果
発
生
地

説
に
つ
い
て
は
久
保
岩
太
郎
『
國
際
私
法
概
論
（
改
訂
版
）』（
巌
松
堂
書
店
・
一
九
五
四
年
）
一
八
八
頁
を
参
照
。

（
12
）  

折
茂
豊
『
国
際
私
法
（
各
論
）』（
有
斐
閣
・
一
九
五
九
年
）
一
三
二
‐
一
三
四
頁
。

（
13
）  

石
黒
一
憲
『
国
際
私
法
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
・
一
九
九
〇
年
）
三
二
一
頁
。

（
14
）  

国
友
・
前
掲
注
（
5
）
二
六
一
‐
二
六
二
頁
、
高
桑
・
前
掲
注
（
5
）
一
五
〇
頁
。
同
様
に
、
三
井
・
前
掲
注
（
5
）
二
〇
九
頁
。

（
15
）  

不
破
・
前
掲
注
（
5
）
九
六
‐
九
七
頁
。

（
16
）  

野
村
・
前
掲
注
（
5
）
一
五
九
頁
。
同
様
に
齋
藤
・
前
掲
注
（
5
）
七
三
頁
、
齋
藤
・
前
掲
注
（
5
）
七
一
頁
、
齋
藤
・
前
掲
注
（
5
）
七
九

§§
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頁
。

（
17
）  

柏
木
・
前
掲
注
（
5
）
九
七
頁
。

（
18
）  

岡
本
・
前
掲
注
（
5
）
一
六
〇
‐
一
六
一
頁
。

（
19
）  
学
説
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
土
井
輝
生
『
工
業
所
有
権
・
著
作
権
と
国
際
取
引
』（
成
文
堂
・
一
九
六
七
年
）
六
五

一
六
九
頁
、
相
澤
吉
晴
『
演
習
国
際
私
法
〔
新
版
〕』
山
田
鐐
一
＝
早
田
芳
郎
編
（
有
斐
閣
・
一
九
九
二
年
）
一
三
六
‐
一
三
八
頁
、
三
井
哲
夫

「
判
例
評
釈
」
判
例
時
報
一
四
四
五
号
（
一
九
九
三
年
）
二
〇
八
‐
二
〇
九
頁
、
木
棚
照
一
「
工
業
所
有
権
の
国
際
的
諸
問
題
」『
新
版
　
国
際
経

済
法
』
三
六
〇
頁
〔
舟
宗
暁
信
編
ほ
か
〕（
青
林
書
院
・
一
九
九
三
年
）
中
野
俊
一
郎
「
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
三

〇
号
（
一
九
九
四
年
）
七
四
頁
、
藤
澤
尚
江
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
六
頁
、
横
溝
大
「
抵
触
法
に

お
け
る
不
正
競
争
行
為
の
取
扱
い

―
サ
ン
ゴ
砂
事
件
判
決
を
契
機
と
し
て
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
二
三
‐
二

三
五
頁
。

（
20
）  

土
井
・
前
掲
注
（
19
）
一
六
九
頁
。

（
21
）  

土
井
・
前
掲
注
（
19
）
六
五
‐
六
八
頁
、
同
『
国
際
私
法
』（
成
文
堂
・
一
九
八
四
年
）
一
七
九
‐
一
八
〇
頁
。

（
22
）  

喜
多
・
前
掲
注
（
2
）
一
二
六
‐
一
二
七
頁
。

（
23
）  

三
井
・
前
掲
注
（
5
）
二
〇
八
‐
二
〇
九
頁
。

（
24
）  

木
棚
・
前
掲
注
（
19
）
三
六
〇
頁
。

（
25
）  

中
野
・
前
掲
注
（
19
）
七
四
頁
。

（
26
）  

藤
澤
・
前
掲
注
（
19
）
一
四
六
頁
、
相
澤
・
前
掲
注
（
19
）
一
三
四
‐
一
三
八
頁
。

（
27
）  

横
溝
・
前
掲
注
（
19
）
二
三
三
頁
。

（
28
）  

最
高
裁
平
成
十
四
年
九
月
二
十
六
日
民
集
五
六
巻
七
号
一
五
五
一
頁
。

（
29
）  

横
溝
大
・
前
掲
注
（
19
）
二
三
四
頁
。

（
30
）  

横
溝
・
前
掲
注
（
19
）
二
三
一
‐
二
三
二
頁
。

（
31
）  

「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
関
係
資
料
と
解
説
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
‐
二
頁
。

（
32
）  

「
法
例
の
見
直
し
に
関
す
る
諸
問
題
⑵
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
六
‐
八
九
頁
。

（
33
）  

「
国
際
私
法
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案 

補
足
説
明
」（
法
務
省
・
二
〇
〇
五
年
）
九
〇
頁
。
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（
34
）  

小
出
邦
夫
『
逐
条
解
説
　
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
〔
増
補
版
〕』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
四
年
）
二
九
九
頁
、
西
谷
・
前
掲
注
（
4
）
四
五

〇
‐
四
五
二
頁
。

（
35
）  

ウ
エ
ス
ト
ロ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
を
二
〇
二
三
年
二
月
二
十
六
日
に
閲
覧
。
評
釈
に
つ
い
て
田
爪
浩
信
「
判
例
評
釈
」
損
害
保
険
研
究
七
二
巻
一
号

一
二
九
頁
を
参
照
。

（
36
）  
二
〇
二
十
三
年
二
月
二
十
六
日
閲
覧
。
評
釈
は
嶋
拓
哉
「
判
例
評
釈
」
ジ
ュ
リ
別
冊
二
四
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
一
四
頁
以
下
、
上
野
達
弘

「
判
例
評
釈
」
ジ
ュ
リ
別
冊
二
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
一
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
37
）  

東
京
地
裁
平
成
二
十
三
年
三
月
二
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
二
〇
二
三
年
二
月
二
十
六
日
閲
覧
）。
評
釈
は
小
野
木
尚
「
渉
外
判
例
研
究
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
一
頁
以
下
、
河
野
俊
行
「
不
正
競
争
・
著
作
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
準
拠

法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
一
五
頁
以
下
、
岡
村
久
道
「
判
例
評
釈
」
ジ
ュ
リ
別
冊
二
四
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
六

頁
以
下
、
道
垣
内
正
人
「
判
例
研
究
」Law

 &
 Technology

五
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
38
）  

小
野
木
・
前
掲
注
（
37
）
一
三
三
頁
。

（
39
）  

道
垣
内
・
前
掲
注
（
37
）
六
四
‐
六
五
頁
。

（
40
）  

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
二
〇
二
三
年
二
月
二
十
六
日
に
閲
覧
。
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
次
の
評
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
泉
直
樹
「
知
財
判

例
速
報
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
八
頁
以
下
、
山
内
貴
博
＝
井
上
聡
「
知
財
判
例
研
究
会
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
四
八
号
（
二
〇
一

九
年
）
五
八
頁
以
下
、
持
田
大
輔
「
国
際
取
引
法
研
究
の
最
前
線
　
第
92
回
」
国
際
商
事
法
務
四
八
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
四
〇
頁
以
下
、

嶋
拓
哉
「
判
例
評
釈
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
九
号
（
二
〇
一
九
年
〈
下
〉）
一
四
二
頁
以
下
、
河
津
博
史
「
判
例
評
釈
」
銀
行
法
務
21
八
三

六
号
（
二
〇
一
八
年
）
七
一
頁
、
河
津
博
史
・
銀
行
法
務
21
八
四
〇
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
一
六
頁
、
長
谷
川
俊
明
「
渉
外
判
例
教
室
」
国
際
商

事
法
務
　
四
七
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
〇
頁
、
中
川
浄
宗
「
判
例
評
釈
」
発
明
一
一
六
巻
一
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
八
頁
以
下
。

（
41
）  

東
京
地
裁
平
成
二
九
年
七
月
一
二
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
二
〇
二
三
年
二
月
二
十
六
日
閲
覧
）。
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
次
の
評
釈
が
挙

げ
ら
れ
る
。
西
口
博
之
「
評
釈
」
パ
テ
ン
ト
七
一
巻
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
五
三
頁
以
下
、
長
田
真
里
「
国
際
民
事
執
行
・
保
全
法
裁
判
例
研

究
」
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
五
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
八
頁
以
下
。

（
42
）  

長
田
・
前
掲
注
（
41
）
四
一
‐
四
二
頁
。

（
43
）  

山
内
貴
博
ほ
か
・
前
掲
注
（
40
）
六
四
‐
六
五
頁
。

（
44
）  

嶋
・
前
掲
注
（
40
）
一
四
五
頁
。
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（
45
）  

二
〇
二
三
年
二
月
二
十
六
日
閲
覧
。
こ
の
判
例
の
評
釈
と
し
て
は
駒
田
泰
土
「
判
例
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
四
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
九

四
頁
以
下
を
参
照
。

（
46
）  

東
京
地
裁
平
成
三
〇
年
三
月
二
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
二
〇
二
三
年
二
月
二
十
六
日
閲
覧
）。

（
47
）  
駒
田
・
前
掲
注
（
45
）
二
九
五
頁
。

（
48
）  
中
西
康
「
法
適
用
通
則
法
に
お
け
る
不
法
行
為
　
一
解
釈
論
上
の
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
一
」
国
際
私
法
年
報
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
一
頁
、

金
彦
叔
「
知
的
財
産
権
の
国
際
的
保
護
と
法
の
抵
触
⑷
」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
六
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
一
六
‐
二
三
一
九
頁
、
金
彦

叔
『
国
際
知
的
財
産
権
保
護
と
法
の
抵
触
』（
信
山
社
・
二
〇
一
〇
年
）
二
一
六
頁
、
西
谷
・
前
掲
注
（
4
）
四
五
〇
‐
四
五
二
頁
、
嶋
拓
哉

「
国
際
的
な
不
正
競
争
行
為
を
巡
る
法
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
三
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
七
六
‐
二
七
七
、
二
八

二
‐
二
八
三
頁
、
出
口
耕
自
「
国
際
不
正
競
争
の
準
拠
法
」
日
本
国
際
経
済
法
学
会
年
報
二
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
七
‐
一
一
九
頁
、
道
垣

内
正
人
「
不
正
競
争
を
め
ぐ
る
国
際
民
事
訴
訟
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
と
準
拠
法
」
小
野
昌
延
ほ
か
編
『
不
正
競
争
の
法
律
相
談
Ⅰ
』（
青
林
書

院
・
二
〇
一
六
年
）
四
四
‐
四
六
頁
、
佐
野
寛
「
国
際
取
引
か
ら
生
じ
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
」
日
本
国
際
経
済
法
学
会
編
『
国
際
経
済
法
講
座

Ⅱ
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
一
二
年
）
七
九
頁
、
河
野
・
前
掲
注
（
37
）
三
一
五
‐
三
一
六
頁
、
飯
塚
卓
也
「
営
業
秘
密
の
国
際
的
侵
害
行
為
に

関
す
る
適
用
準
拠
法
」
高
林
龍
ほ
か
編
『
知
的
財
産
法
の
実
務
的
発
展
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
二
年
）
四
〇
一
‐
四
〇
八
頁
、
小
野
木
・
前

掲
注
（
37
）
一
三
三
頁
、
相
澤
吉
晴
『
国
際
不
正
競
業
法
の
研
究
』（
大
学
教
育
出
版
・
二
〇
一
六
年
）
四
六
四
‐
四
六
五
頁
、
奥
田
安
弘
『
国

際
財
産
法
』（
明
石
書
店
・
二
〇
一
九
年
）
一
二
三
‐
一
二
五
頁
、
嶋
拓
哉
「
判
例
評
釈
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一

四
四
‐
一
四
五
頁
、
嶋
拓
哉
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
三
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
一
‐
一
三
三
頁
、
山
内
貴
博
＝
井
上
聡
「
知

財
判
例
研
究
会
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
四
八
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
〇
‐
六
五
頁
、
駒
田
泰
土
「
不
正
競
争
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
考
察
」
同
志
社
大
学

知
的
財
産
法
研
究
会
編
『
知
的
財
産
法
の
挑
戦
Ⅱ
』
三
五
五
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）、
駒
田
・
前
掲
注
（
45
）
二
九
五
頁
、
中
川
淨
宗

「
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
す
る
行
為
に
係
る
渉
外
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
準
拠
法
の
決
定
」
パ
テ
ン
ト
七
三
巻
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
九
、

五
一
頁
、
望
月
孝
洋
＝
渡
邉
遼
太
郎
＝
黒
木
麻
里
「
渉
外
的
な
営
業
秘
密
侵
害
事
案
に
お
け
る
準
拠
法
・
国
際
裁
判
管
轄
の
考
え
方
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一

一
七
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
九
‐
四
〇
頁
、
嶋
拓
哉
「
国
境
を
越
え
る
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
抵
触
法
的
考
察
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
〇
号

（
二
〇
二
一
年
）
三
〇
‐
三
一
頁
、
横
溝
大
「
国
境
を
越
え
る
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
抵
触
法
的
考
察
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
六
〇
号

（
二
〇
二
一
年
）
六
〇
‐
六
二
頁
、
飯
塚
卓
也
「
営
業
秘
密
侵
害
紛
争
の
国
際
裁
判
管
轄
・
準
拠
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
七
五
号
（
二
〇
二
二

年
）
三
六
‐
三
七
頁
。
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（
49
）  

中
西
・
前
掲
注
（
48
）
七
一
頁
、
道
垣
内
・
前
掲
注
（
48
）
四
四
‐
四
五
頁
、
佐
野
・
前
掲
注
（
48
）
七
九
頁
、
嶋
・
前
掲
注
（
48
）
二
八
二
‐

二
八
三
頁
、
飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
四
〇
一
‐
四
〇
二
頁
、
相
澤
・
前
掲
注
（
48
）
五
〇
三
‐
五
〇
四
頁
、
奥
田
・
前
掲
注
（
48
）
一
二
三
‐
一

二
五
頁
、
駒
田
・
前
掲
注
（
48
）
三
五
五
頁
、
駒
田
・
前
掲
注
（
45
）
二
九
五
頁
、
中
川
・
前
掲
注
（
48
）
四
九
、
五
一
頁
、
望
月
ほ
か
・
前
掲

注
（
48
）
三
九
‐
四
〇
頁
、
飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
三
六
‐
三
七
頁
。

（
50
）  
中
西
・
前
掲
注
（
48
）
七
一
頁
、
佐
野
・
前
掲
注
（
48
）
七
九
頁
、
道
垣
内
・
前
掲
注
（
48
）
四
五
頁
。

（
51
）  
飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
四
〇
一
頁
、
相
澤
・
前
掲
注
（
48
）
五
〇
三
頁
。

（
52
）  

駒
田
・
前
掲
注
（
48
）
三
五
五
頁
、
駒
田
・
前
掲
注
（
45
）
二
九
五
頁
。

（
53
）  

佐
野
・
前
掲
注
（
48
）
七
九
頁
、
相
澤
・
前
掲
注
（
48
）
五
〇
三
頁
。

（
54
）  

道
垣
内
・
前
掲
注
（
48
）
四
五
頁
、
山
内
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
六
四
頁
、
望
月
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
三
九
‐
四
〇
頁
。

（
55
）  

道
垣
内
・
前
掲
注
（
48
）
四
五
‐
四
六
頁
。

（
56
）  

山
内
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
六
四
頁
、
頁
、
望
月
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
三
九
頁
。

（
57
）  

道
垣
内
・
前
掲
注
（
48
）
四
五
‐
四
六
頁
、
山
内
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
六
四
頁
、
望
月
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
三
九
頁
。

（
58
）  

道
垣
内
・
前
掲
注
（
48
）
四
五
‐
四
六
頁
、
山
内
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
六
四
頁
。

（
59
）  

道
垣
内
・
前
掲
注
（
48
）
四
五
‐
四
六
頁
、
望
月
ほ
か
・
前
掲
注
（
48
）
四
〇
頁
。

（
60
）  

飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
四
〇
五
頁
、
飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
三
七
頁
。
ほ
か
に
、
小
野
木
・
前
掲
注
（
37
）
一
三
三
頁
、
相
澤
・
前
掲
注

（
48
）
五
〇
四
頁
。

（
61
）  

飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
四
〇
四
‐
四
〇
五
頁
、
飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
三
六
‐
三
七
頁
。

（
62
）  

飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
四
〇
五
頁
、
飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
三
七
頁
。
ほ
か
に
、
小
野
木
・
前
掲
注
（
37
）
一
三
三
頁
、
相
澤
・
前
掲
注

（
48
）
五
〇
四
頁
。

（
63
）  

飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
三
七
頁
。

（
64
）  

飯
塚
・
前
掲
注
（
48
）
四
〇
五
‐
四
〇
八
頁
。

（
65
）  

駒
田
・
前
掲
注
（
48
）
三
五
七
‐
三
六
〇
頁
、
駒
田
・
前
掲
注
（
45
）
二
九
五
頁
。

（
66
）  

中
川
・
前
掲
注
（
48
）
四
八
‐
四
九
、
五
一
頁
。

（
67
）  

西
谷
・
前
掲
注
（
4
）
四
五
〇
頁
、
小
野
木
・
前
掲
注
（
37
）
一
三
三
頁
。
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（
68
）  

小
野
木
・
前
掲
注
（
37
）
一
三
三
頁
。

（
69
）  

河
野
・
前
掲
注
（
37
）
三
一
五
‐
三
一
六
頁
。

（
70
）  

出
口
・
前
掲
注
（
48
）
一
一
七
‐
一
一
九
頁
。

（
71
）  
金
・
前
掲
注
（
48
）
一
四
六
‐
一
四
八
頁
、
金
・
前
掲
注
（
48
）
二
一
六
頁
、
嶋
前
掲
注
（
48
）
二
七
六
‐
二
七
七
頁
、
嶋
・
前
掲
注
（
48
）

一
四
四
‐
一
四
五
頁
、
嶋
・
前
掲
注
（
48
）
一
三
一
‐
一
三
二
頁
、
嶋
・
前
掲
注
（
48
）
三
〇
‐
三
一
頁
、
横
溝
・
前
掲
注
（
48
）
六
〇
‐
六
二

頁
。

（
72
）  

嶋
・
前
掲
注
（
48
）
三
〇
頁
。

（
73
）  

嶋
・
前
掲
注
（
48
）
二
七
六
頁
、
横
溝
・
前
掲
注
（
48
）
六
二
頁
。

（
74
）  

横
溝
・
前
掲
注
（
48
）
六
〇
‐
六
二
頁
、
嶋
・
前
掲
注
（
48
）
二
八
‐
三
〇
頁
。

（
75
）  

金
・
前
掲
注
（
48
）
一
四
九
頁
、
金
・
前
掲
注
（
48
）
二
一
八
頁
、
嶋
前
掲
注
（
48
）
二
八
二
頁
。

（
76
）  

小
出
・
前
掲
注
（
34
）、
西
谷
・
前
掲
注
（
4
）
四
五
〇
‐
四
五
二
頁
。

（
77
）  

上
記
三
㈠
2
の
判
例
を
参
照
。

（
78
）  

小
野
木
・
前
掲
注
（
37
）
一
三
三
頁
、
道
垣
内
・
前
掲
注
（
37
）
六
四
‐
六
五
頁
。

（
79
）  

上
記
三
㈠
3
の
判
例
を
参
照
。

（
80
）  

長
田
・
前
掲
注
（
41
）
四
一
‐
四
二
頁
。

（
81
）  

長
田
・
前
掲
注
（
41
）
四
一
‐
四
二
頁
、
山
内
貴
博
ほ
か
・
前
掲
注
（
41
）
六
四
‐
六
五
頁
。

（
82
）  

嶋
・
前
掲
注
（
41
）
一
四
五
頁
。

（
83
）  

上
記
三
㈠
の
判
例
を
参
照
。

（
84
）  

駒
田
・
前
掲
注
（
45
）
二
九
五
頁
。

（
85
）  A. D
ickinson, The Rom

e II Regulation:The Law A
pplicable to N

on-Contractual O
bligations, O

xford: O
xford U

niversity Press 
2008, pp. 9 -23.

（
86
）  

出
口
・
前
掲
注
（
48
）
一
〇
七
頁
。

（
87
）  

ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
前
文
第
15
、
16
、
17
項
。

（
88
）  

ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
前
文
第
18
項
。



法学政治学論究　第137号（2023.6）

40

（
89
）  

宗
田
貴
行
「
不
正
競
争
行
為
及
び
競
争
制
限
行
為
の
準
拠
法
〔
中
〕」
国
際
商
事
法
務
三
八
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
一
頁
。

（
90
）  

ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
前
文
第
31
項
。

（
91
）  

出
口
・
前
掲
注
（
48
）
一
〇
七
‐
一
〇
八
頁
。

（
92
）  
ロ
ー
マ
Ⅱ
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則
前
文
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項
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（
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ロ
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規
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前
文
第
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項
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（
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）  A. D
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. W
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. W
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）, The European Private International Law of O
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M
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“Article 6
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ankow
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（eds.

）, European Com
m
entaries on Private International Law ECPIL 
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m
entary Volum

e III Rom
e II Regulation, M

unich: Sellier European Law
 Publishers, 2019, p. 234; S. Augenhofer, 

“Unfair 
Com

petition and Acts Restricting Free Com
petition

”, in: G. Calliess and M
. Renner 

（eds.

）, Rom
e Regulations Com

m
entary 

Third Edition, Alphen aan den Rijn, 2020, p. 623.

（
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M
 （2003

） 427 final 2003/0168 （CO
D

）, p. 16.

（
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）  S. Augenhofer, supra note 94, p. 636.

（
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）  R. Plender and M

. W
ilderspin, supra note 94, pp. 658 -660.

（
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）  M

. Illm
er, supra note 94, p. 235.

（
99
）  A. D

ickinson, supra note 85, p. 412 -418; R. Plender and M
. W
ilderspin, supra note 94, p. 662 -664; M

. Illm
er, supra note 94, 
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. Illm
er, supra note 94, p. 264.
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ickinson, supra note 85, p. 426; S. Augenhofer, supra note 94, pp. 637 -638.

（
103
）  C. W

adlow, 

“Trade Secret and the Rom
e II Regulation on the law
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”, European Intel-
lectual Property Law Review, 2008, 30 
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）, pp. 310 -317; A. O
hly, 

“Jurisdiction and Choice of Law
 in Trade Secrets Cases: 

The EU
 Perspective

”, in: S. K. Sandeen et al. 

（eds.

）, Research H
andbook on Inform

ation Law and G
overnance, Cheltenham

: 
Edw
ard Elgar, 2021, pp. 245 -249, 255; R. C. D
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“Choice of Law
 in EU

 Trade Secrecy Cases

”, in: 
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J. Schovsbo et al., The H
arm
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: A
n A
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irective, Chelten-
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: Edw
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104
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adlow, supra note 103, pp. 310 -317.
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）  supra note 95, pp. 12 -13.

（
106
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ロ
ー
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Ⅱ
規
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前
文
第
18
項
。
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）  R. C. D

reyfuss and M
. van Eechound, supra note 103, pp. 187 -191.

（
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） ECLI:EU
:C:2017:766.

（
109
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110
）  R. C. D

reyfuss and M
. van Eechound, supra note 103, pp. 187 -188.
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111
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reyfuss and M
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112
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、C-25/16 （2017
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114
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reyfuss and M
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hly, supra note 103, pp. 245 -249, 255.

（
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）  supra note 95, p. 16.
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セ
レ
ナ
・
フ
ラ
ン
コ
（SEREN

A,

　Franco

）

所
属
・
現
職
　
日
本
大
学
法
学
部
経
営
法
学
科
准
教
授

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

所
属
学
会
　
　
国
際
私
法
学
会
、
国
際
商
取
引
学
会

専
攻
領
域
　
　
国
際
私
法

主
要
著
作
　
　「
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
19
条
に
よ
る
「
不
完
全
な
合
意
」
の
解
釈

―
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス

の
判
例
の
比
較

―
」『
武
蔵
野
学
院
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
九
輯
（
二
〇
二
二
年
）

　
　
　
　
　
　
“Odi et am

o. Japan

’s com
plex relationship w

ith the C
ISG

”, The 
Transnational Sales Contract, M

ilano: CEDAM
 2022

　
　
　
　
　
　「
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
一
九
条
（
申
込
み
に
変
更
を
加
え
た
承
諾
）
に
お
け
る
解
釈
対
立

―

そ
の
原
因
に
関
す
る
一
考
察

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
二
七
号
（
二
〇
二

一
年
）


